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1. 概要 

本資料は、本工事計画の申請施設が「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基

準に関する規則」（以下「技術基準規則」という。）及び「実用発電用原子炉及びそ

の附属施設の技術基準に関する規則の解釈」の第49条に基づき、地震力が作用した場

合においても当該施設を十分に支持することができる地盤に設置されること、また、

第50条に基づき、地震による損傷の防止を図る設計とすることの基本方針を説明する

ものである。 

なお、上記条文以外への適合性を説明する各資料にて基準地震動Ssに対して機能を

保持するとしているものとして、第52条に係る火災防護設備の耐震性については別添1

に、第54条に係る溢水防護に関する設備の耐震性については別添2にて説明する。 

 

2. 耐震設計の基本方針 

2.1 基本方針 

発電用原子炉施設の耐震設計は、設計基準対象施設については地震により安全機

能が損なわれるおそれがないこと、重大事故等対処施設については地震により重大

事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないことを目的とし、

「技術基準規則」に適合するように設計する。 

申請施設の耐震設計の基本方針は、平成28年3月23日付け原規規発第1603231号に

て認可された工事計画の資料13-1「耐震設計の基本方針」の「2.1 基本方針」及び

平成30年11月26日付け原規規発第1811269号にて認可された工事計画の資料2-1「耐

震設計の基本方針」の「2.1 基本方針」に基づき、以下のとおりとする。なお、施

設の設計に当たっては、設置（変更）許可（平成27年7月15日）を受けた基準地震

動Ss及び弾性設計用地震動Sdを考慮することとし、その概要を資料17-2「基準地震

動Ss及び弾性設計用地震動Sdの概要」に示す。 

本工事計画の申請施設の耐震設計を行うにあたっては、平成31年２月27日付原子

力発第18296号で申請した所内常設直流電源設備（３系統目）の荷重を考慮する。 

 

(1) 申請施設のうち重大事故等対処施設は、各設備が有する重大事故等に対処す

るために必要な機能及び設置状態を踏まえて、設備分類を常設耐震重要重大

事故防止設備及び常設重大事故緩和設備とし、分類した設備が設置される施

設の区分に応じた地震力による設計とする。 

 

(2) 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重

大事故等対処施設については、基準地震動Ssによる地震力が作用した場合に

おいても、接地圧に対する十分な支持力を有する地盤に設置する。 

これらの地盤の評価については、資料17-3「地盤の支持性能に係る基本方針」

に示す。 
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  本工事計画の申請施設を設置する地盤については、非常用ガスタービン発電

機の設置に係る設置（変更）許可から構造物の形状や地盤の状況に変更はな

く、技術基準規則第49条に適合していることを確認している。その詳細につ

いて、資料17-1「耐震設計の基本方針」別紙「非常用ガスタービン発電機建

屋の基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価について」に示す。 

 

(3) 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重

大事故等対処施設は、基準地震動Ssによる地震力に対して、重大事故等に対

処するために必要な機能が損なわれるおそれがないように設計する。 

動的機器については、当該機器の構造、動作原理等を考慮した評価を行うこ

と、又は既往の研究等で機能維持の確認がなされた機能確認済加速度等を超

えていないことを確認することにより、当該機器に要求される機能を保持す

る設計とする。 

 

(4) 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重

大事故等対処施設に適用する動的地震力は、水平2方向及び鉛直方向につい

て適切に組み合わせて算定するものとする。なお、水平2方向及び鉛直方向

の地震力が同時に作用し、影響が考えられる施設については許容限界の範囲

内に留まることを確認する。 

 

(5) 重大事故等対処施設を防護するための火災感知設備及び消火設備は、耐震重

要度分類Cクラスの施設に適用する静的地震力に対しておおむね弾性状態に

留まる範囲で耐えられる設計とする。 

 

(6) 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重

大事故等対処施設が、それ以外の発電所内にある施設（資機材等含む）の波

及的影響によって、それぞれの安全機能及び重大事故等に対処するために必

要な機能を損なわないように設計する。 

 

(7) 申請施設の構造計画及び配置計画に際しては、地震の影響が低減されるよう

に考慮する。 
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7. 地震による周辺斜面の崩壊に対する設計方針 

常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等

対処施設については、基準地震動Ssによる地震力によって生じるおそれがある周辺斜

面の崩壊に対して、必要な機能が損なわれるおそれがない場所に設置する。具体的に

はJEAG4601-1987の安定性評価の対象とすべき斜面や、土砂災害防止法での土砂災害警

戒区域の設定離間距離を参考に、個々の斜面高を踏まえて対象斜面を抽出する。 

上記に基づく対象斜面として抽出した周辺斜面及びその耐震安定性評価については、

非常用ガスタービン発電機の設置に係る設置（変更）許可から申請施設の配置や周辺

斜面の状況に変更はなく、技術基準規則第50条に適合していることを確認していると

ともに、敷地内土木工作物による斜面の保持等の措置を講じる必要がないことを確認

した。その詳細について、資料17-1「耐震設計の基本方針」別紙「非常用ガスタービ

ン発電機建屋の基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価について」に示す。 

 

8. ダクティリティに関する考慮 

申請施設は、構造安全性を一層高めるために、材料の選定等に留意し、その構造体

のダクティリティを高めるように設計する。具体的には、資料17-10「ダクティリティ

に関する設計方針」に従う。 

 

9. 機器・配管系の支持方針 

機器・配管系本体については前述の方針に基づいて耐震設計を行う。それらの支持

構造物については、設計の考え方に共通の部分があること、特に、ポンプやタンク等

の補機類、電気計測制御装置、配管系については多数設置することからその設計方針

をまとめる。具体的には、資料17-11「機器・配管の耐震支持方針」に従う。 
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1. はじめに 

本資料は、資料17-1「耐震設計の基本方針」のうち、「2. 耐震設計の基本方針」及び

「7. 地震による周辺斜面の崩壊に対する設計方針」に基づき、非常用ガスタービン発

電機建屋（以下「GT建屋」という。）の基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価について説

明するものである。 

GT建屋の基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価については、設置（変更）許可申請書

（平成29年10月4日）において確認している。本工事計画において、設置（変更）許可

申請時から構造物の形状や地盤の設置状況等の条件に変更はない。なお、平成31年２月

27日付原子力発第18296号で申請した所内常設直流電源設備（３系統目）の荷重につい

ては、設置（変更）許可申請書の安定性評価において考慮している。 

このため、GT建屋の基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価は、設置（変更）許可申請書

から変更されるものではなく、GT建屋を設置する基礎地盤が技術基準規則第49条を、GT

建屋の周辺斜面が技術基準規則第50条をそれぞれ満足することを確認している。具体

的には、GT建屋を設置する基礎地盤が、基準地震動Ssによる地震力による基礎地盤のす

べり、基礎の支持力及び基礎底面の傾斜に対して十分な安全性を有することを確認し

ている。また、GT建屋の周辺斜面が、基準地震動Ssによる地震力による周辺斜面のすべ

りに対して十分な安全性を有することを確認している。その詳細を以下に説明する。 
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2. 設置（変更）許可における基礎地盤の安定性評価 

GT建屋の基礎地盤の安定性評価については、参考資料のとおり、既許可※における3

号炉原子炉建屋南北断面（X-X’断面）の評価で代表されることを確認している。3号炉

原子炉建屋南北断面（X-X’断面）の位置図を第2-1図に示す。 

※GT建屋に係る設置（変更）許可については、平成29年10月4日付 原規規発第1710043号にて許可 

 

以下に、3号炉原子炉建屋南北断面（X-X’断面）の評価について説明する。 

 

2.1 解析条件 

(1) 解析モデル 

解析モデルは、解析用岩盤分類図に基づき作成する。解析用岩盤分類図を第2-2

図に、解析用要素分割図を第2-3図に示す。また、解析用物性値を第2-1表に示す。 

    

(2) 入力地震動 

  入力地震動は、解放基盤表面（EL.+10.0m）で定義される基準地震動Ssを一次元

波動論によって地震応答解析モデルの入力位置で評価したものを用いる。Ss-1（応

答スペクトルに基づく手法による基準地震動）については水平動及び鉛直動の位

相反転、Ss-3-1 及びSs-3-2（震源を特定せず策定する地震動）については水平動

の位相反転を考慮する。 

 

2.2 解析手法 

基準地震動Ssに対する地震応答解析を二次元動的有限要素法により行う。地震応

答解析は周波数応答解析手法を用い、等価線形化法により動せん断弾性係数及び減

衰定数のひずみ依存特性を考慮する。 

地震時の応力は、地震応答解析による動的応力と、静的解析による常時応力を重

ね合わせることにより求める。動的応力は水平地震動及び鉛直地震動による応答を

考慮して求める。 

これらの手法により、基礎地盤のすべり安全率、支持力及び基礎底面の傾斜に対

する評価を実施する。 
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第2-1表 解析用物性値 
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第2-1図 3号炉原子炉建屋南北断面（X-X’断面）の位置図 

 

 

 

 

第2-2図 解析用岩盤分類図（X-X’断面） 
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第2-3図 解析用要素分割図（X-X’断面） 
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2.3 評価内容 

 (1) すべり安全率 

   すべり安全率は、想定したすべり面上の応力状態をもとに、すべり面上のせん断

抵抗力の和をすべり面上のせん断力の和で除して求める。 

 

 (2) 支持力 

    基礎底面における地震時最大接地圧を求める。 

 

 (3) 基礎底面の傾斜 

基礎底面の傾斜は、基礎底面両端のそれぞれの鉛直方向の変位の差を基礎底面

幅で除して求める。 

 

  (4) 地殻変動による基礎地盤の変形の影響評価 

敷地内及び敷地近傍には震源として考慮する活断層が分布していないことを確

認していることから、敷地において地殻の広域的な変形による著しい地盤の傾斜

が生じることはないが、敷地前面海域の断層群（中央構造線断層帯）は、敷地に比

較的近く規模が大きい中央構造線断層帯及び別府－万年山断層帯であるため、当

該断層の活動に伴い生じる地盤の傾斜について評価を実施する。地殻変動量の算

出には、Mansinha,L.and Smylie,D.E.（1971）の手法を用いる。 

 

 

2.4 評価結果 

 (1) すべり安全率 

想定すべり面におけるすべり安全率を第2-2表に示す。最小すべり安全率は1.8

であり、「基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価に係る審査ガイド」（平成25

年6月19日, 原子力規制委員会）に基づく評価基準値1.5を上回る。 

以上のことから、基礎地盤はすべりに対して十分な安全性を有している。 

 

(2) 支持力 

基礎底面の支持力に対する評価結果を第2-3表に示す。3号炉原子炉建屋の基礎

底面における地震時最大接地圧は2.15N/mm2である。 

3号炉原子炉建屋の基礎地盤は○CH級の堅硬な岩盤で構成されており、○CH級岩盤の

極限支持力7.84N/mm2 以上を下回ることから、基礎地盤は十分な支持力を有してい

る。 

以上のことから、基礎地盤は支持力に対して十分な安全性を有している。 
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   (3) 基礎底面の傾斜 

基礎底面の最大傾斜を第2-4表に示す。地震時における3号炉原子炉建屋基礎

底面の最大傾斜は1/29,000である。基礎底面に生じる傾斜は、「基礎地盤及び周

辺斜面の安定性評価に係る審査ガイド」（平成25年6月19日, 原子力規制

委員会）に基づく評価基準値の目安である1/2,000を下回っていることから、重

要な機器・系統の安全機能に支障を与えるものではない。 

以上のことから、基礎地盤は傾斜に対して十分な安全性を有している。 

 

  (4) 地殻変動による基礎地盤の変形の影響評価 

地殻変動による基礎地盤の変形の影響評価を第2-5表に示す。地殻変動による

基礎地盤の最大傾斜は1/28,000である。また、地震動による傾斜との重畳を考慮

した場合においても、3号炉原子炉建屋基礎底面の最大傾斜は1/14,000であり、評

価基準値の目安である1/2,000を下回っていることから、重要な機器・系統の安全

機能に支障を与えるものではない。 
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第2-2表 すべり安全率に対する評価結果 

 

 

 

 

 

 

 

第2-3表 基礎底面の支持力に対する評価結果 
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第2-4表 基礎底面の傾斜に対する評価結果 

 

 

 

 

 

 

 

第2-5表 地殻変動による基礎地盤の変形の影響評価 
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3. 設置（変更）許可における周辺斜面の安定性評価 

GT建屋の周辺斜面の安定性評価については、参考資料のとおり、既許可における3号

炉原子炉建屋南北断面（X-X’断面）の評価で代表されることを確認している。 

以下に、3号炉原子炉建屋南北断面（X-X’断面）の評価について説明する。 

 

3.1 解析条件 

(1) 解析モデル 

解析モデルは、解析用岩盤分類図に基づき作成する。解析用岩盤分類図を第3-

1図に、解析用要素分割図を第3-2図に示す。また、解析用物性値を第3-1表に示す。 

 

 (2) 入力地震動 

入力地震動は、解放基盤表面（EL.+10.0m）で定義される基準地震動Ssを一次元

波動論によって地震応答解析モデルの入力位置で評価したものを用いる。Ss-1

（応答スペクトルに基づく手法による基準地震動）については水平動及び鉛直動

の位相反転、Ss-3-1 及びSs-3-2（震源を特定せず策定する地震動）については水

平動の位相反転を考慮する。 

 

3.2 解析手法 

基準地震動Ssに対する地震応答解析を二次元動的有限要素法により行う。地震

応答解析は周波数応答解析手法を用い、等価線形化法により動せん断弾性係数及

び減衰定数のひずみ依存特性を考慮する。 

地震時の応力は、地震応答解析による動的応力と、静的解析による常時応力を重

ね合わせることにより求める。動的応力は水平地震動及び鉛直地震動による応答

を考慮して求める。 

これらの手法により、周辺斜面のすべり安全率に対する評価を実施する。 
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第3-1表 解析用物性値 
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第3-1図 解析用岩盤分類図（X-X’断面） 

 

 

第3-2図 解析用要素分割図（X-X’断面） 
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3.3 評価内容 

すべり安全率は、想定したすべり面上の応力状態をもとに、すべり面上のせん断

抵抗力の和をすべり面上のせん断力の和で除して求める。 

 

3.4 評価結果 

    想定すべり面におけるすべり安全率を第3-2表に示す。最小すべり安全率は1.3

であり、「基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価に係る審査ガイド」（平成25

年6月19日, 原子力規制委員会）に基づく評価基準値1.2を上回る。 

以上のことから、周辺斜面はすべりに対して十分な安全性を有している。 
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第3-2表 すべり安全率に対する評価結果 
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4. まとめ 

GT 建屋の基礎地盤及び周辺斜面については、「2. 設置（変更）許可における基礎地

盤の安定性評価」及び「3. 設置（変更）許可における周辺斜面の安定性評価」のと

おり、設置（変更）許可申請において設置許可基準規則※第 38 条及び第 39 条に適合

していることを確認しており、本工事計画において設置（変更）許可申請時から構造

物の形状や地盤の設置状況等の条件に変更はなく、技術基準規則第 49 条及び第 50 条

に適合していることを確認した。 

 

※ 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 
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GT建屋の基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価における評価断面について 

 

1. はじめに 

GT建屋の基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価については、GT建屋に係る設置（変

更）許可（平成29年10月4日付 原規規発第1710043号）において、3号炉原子炉建屋南

北断面（X-X’断面）の評価で代表されることを確認している。その概要について以

下に示す。 

 

2. 基礎地盤の安定性評価における評価断面について 

  GT建屋の基礎地盤の安定性評価に対する評価断面を第1-1図及び第1-2図に示す。GT

建屋は岩掘削による掘り込み式の構造物であり、岩盤に対して10m程度の埋込み深さ

を有する。底面及び地下部側面を岩盤に囲まれており、支持地盤及び側面はいずれも

Ⅰ級岩盤である。また、設置位置付近には比較的破砕幅が大きく連続性のある断層は

認められない。 

GT建屋の評価断面（V-V’断面及びW-W’断面）は、以下①～④の理由により3号炉

原子炉建屋南北断面（X-X’断面）の評価に代表させる。理由①～④に対応するGT建

屋と3号炉原子炉建屋の比較図を第1-3図に示す。 

 

 ① GT建屋と3号炉原子炉建屋は同等の岩種・岩級の地盤に支持されている。 

  

② 構造物の規模は3号原子炉建屋の方が有意に大きく、安定性評価においては重量

の大きな3号原子炉建屋の方が厳しい評価となる。 

   (3号原子炉建屋：約2.5×106kN（約520kN/m2）、GT建屋：約3.4×105kN（約

250kN/m2）) 

   

③ 3号原子炉建屋と異なり、GT建屋は岩掘削による掘り込み式の構造物であり、地 

震応答が抑えられるとともに、すべりに対する抵抗力も大きい。 

 

 ④ 3号原子炉建屋の直下には比較的破砕幅が大きく連続性のある断層が分布し、す

べり安全率が小さくなるすべり面を形成しやすいが、GT建屋設置位置付近には比

較的破砕幅が大きく連続性のある断層は認められず、すべり安全率が小さくなる

すべり面を形成しにくい。 

 

以上より、GT建屋の基礎地盤の安定性評価に対する評価断面は、3号炉原子炉建屋

南北断面に代表させる。GT建屋と3号炉原子炉建屋の比較表を第1-1表に示す。 

参考資料 
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第1-1図 GT建屋の基礎地盤に対する評価断面（平面図） 

 

 

 

 

 

（V-V’断面）                （W-W’断面） 

第 1-2 図 GT 建屋の基礎地盤に対する評価断面（断面図）
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第1-1表 GT建屋と3号炉原子炉建屋の比較表 
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3. 周辺斜面の安定性評価における評価断面について 

  GT建屋の周辺斜面の安定性評価に対する評価断面を第1-4図及び第1-5図に示す。 

  GT建屋と3号炉原子炉建屋の周辺斜面は、同一斜面が対象となるが、GT建屋の評価

断面（a-a’断面）は、3号炉原子炉建屋南北断面（X-X’断面）と比較して斜面勾配

が有意に小さく、a-a’断面の評価はX-X’断面の評価で代表できる。なお、安定性評

価においては保守的に片理面に沿う方向のせん断抵抗力を採用してすべり安全率を評

価しており、両断面における片理方向は安定性評価結果に影響を与えるものではな

い。GT建屋と3号炉原子炉建屋の比較図を第1-6図に示す。 

以上より、GT建屋の周辺斜面の安定性評価に対する評価断面は、3号炉原子炉建屋

南北断面に代表させる。 
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第1-4図 GT建屋の周辺斜面に対する評価断面（平面図） 

 

 

 

 

 

 

第1-5図 GT建屋の周辺斜面に対する評価断面（断面図） 
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第1-6図 GT建屋と3号炉原子炉建屋の比較図 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

基準地震動Ss及び弾性設計用地震動Sdの概要 
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1. 概 要 

本資料は、資料17-1「耐震設計の基本方針」のうち「2.1 基本方針」に基づき、耐

震設計に用いる基準地震動Ss及び弾性設計用地震動Sdについて説明するものである。 

 

2. 検討方針 

平成28年3月23日付け原規規発第1603231号にて認可された工事計画の資料13-2「基

準地震動Ss及び弾性設計用地震動Sdの概要」の「1. 検討方針」によるものとする。 

 

3. 敷地周辺の地震発生状況 

平成28年3月23日付け原規規発第1603231号にて認可された工事計画の資料13-2「基

準地震動Ss及び弾性設計用地震動Sdの概要」の「2. 敷地周辺の地震発生状況」による

ものとする。 

 

4. 地震の分類 

平成28年3月23日付け原規規発第1603231号にて認可された工事計画の資料13-2「基

準地震動Ss及び弾性設計用地震動Sdの概要」の「3. 地震の分類」によるものとする。 

 

5. 敷地地盤の振動特性 

平成28年3月23日付け原規規発第1603231号にて認可された工事計画の資料13-2「基

準地震動Ss及び弾性設計用地震動Sdの概要」の「4. 敷地地盤の振動特性」によるもの

とする。 

 

6. 基準地震動Ss 

平成28年3月23日付け原規規発第1603231号にて認可された工事計画の資料13-2「基

準地震動Ss及び弾性設計用地震動Sdの概要」の「5. 基準地震動Ss」によるものとす

る。 

 

7. 弾性設計用地震動Sd 

平成28年3月23日付け原規規発第1603231号にて認可された工事計画の資料13-2「基

準地震動Ss及び弾性設計用地震動Sdの概要」の「6. 弾性設計用地震動Sd」によるもの

とする。 
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1. 概要 

 本資料は、資料 17-1「耐震設計の基本方針」のうち「2. 耐震設計の基本方針」に

基づき、非常用ガスタービン発電機建屋の耐震安全性評価を実施するにあたり、施設

を設置する地盤の物理特性、強度特性、変形特性、振動特性等の地盤物性値設定及び

支持性能評価で用いる地盤諸元の基本的な考え方を示したものである。 
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2. 基本方針 

非常用ガスタービン発電機建屋において、対象施設を設置する地盤の物理特性、強

度特性、変形特性、振動特性等の解析用物性値については、設置変更許可申請書（添

付書類六）に記載・確認された値を用いる。 

対象設備を設置する地盤の地震時における支持性能の評価については、非常用ガス

タービン発電機建屋に要求される地震力により地盤に作用する接地圧が、地盤の短期

許容支持力度を下回ること又は極限支持力度に対して妥当な余裕を有することを確

認することによって行う。 

短期許容支持力度又は極限支持力度は、対象施設の地盤の岩種及び岩級に応じて実

施する支持力試験結果あるいは同等の力学特性を有する地盤の支持力試験結果に基

づき設定する。 
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3. 地盤の解析用物性値 

設置変更許可申請書（添付書類六）で記載・確認された解析用物性値一覧表を第 3-

1表に、設定根拠を第 3-2表に示す。 

 

 

 

  



 

- 資17-3-4 - 

 

 

第 3-1表 解析用物性値一覧表 

 

 

岩盤 断層 

Ⅰ級 
Ⅱ級 Ⅲ級① Ⅲ級② Ⅲ級 軟質無 軟質含 

① ② ③ 

単位体積重量 

(kN/m
3

) 
29.4 27.5 25.5 18.6 26.5 19.6 

せん断強度 

(kN/m
2

) 
981 490 130 39 324 78 

内部 

摩擦角(°) 
50 41 23 17 34 24 

残留強度 

(kN/m
2

) 
τ=569+σtan43° τ=σtan41° τ=σtan23° τ=σtan17° τ=σtan34° τ=σtan24° 

静弾性係数 

(kN/m
2

) 
3.63×10

6

 1.18×10
6

 0.49×10
6

 0.0392×10
6

 27000(σ
v
)
0.34

 1750(σ
v
)
0.60

 

静的 

ポアソン比 
0.29 0.32 0.32 0.45 0.36 0.45 

動弾性係数 

(×10
6 

kN/m
2

) 

＊1
 

58.8 
＊2
 

42.2 
＊3
 

23.5 
10.8 3.51 

G/G
0
～γ曲線は 

第 3-1 図参照 
0.127 

G/G
0
～γ曲線は 

第 3-3 図参照 

G/G
0
～γ曲線は 

第 3-5 図参照 

動的 

ポアソン比 
0.34 0.36 0.38 0.45 0.40 0.45 

減衰定数 2.0 (%) 3.0 (%) 3.0 (%) 
h～γ曲線は 

第 3-2 図参照 
10.0(%) 

h～γ曲線は 

第 3-4 図参照 

h～γ曲線は 

第 3-6 図参照 

 

＊1 Vs=2.7km/s  ＊2 Vs=2.3km/s  ＊3 Vs=1.7km/s 
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第 3-2表 解析用物性値の設定根拠 

 

 
岩盤 断層 

Ⅰ級 Ⅱ級 Ⅲ級① Ⅲ級② Ⅲ級 軟質無 軟質含 

単位体積重量 

CH級岩盤の岩石

供試体による物

理試験結果 

CM級岩盤の岩石

供試体による物

理試験結果 

CL級岩盤の岩石

供試体による物

理試験結果 

表土の物理試験結果 
断層(軟質無)の

物理試験結果 

断層(軟質含)の

物理試験結果 

せん断強度 

CH級岩盤の岩盤

せん断試験結果 

CM級岩盤の岩石

試験および原位

置岩盤せん断試

験より総合評価

して設定 

CL級岩盤の三軸

圧縮試験結果 
表土の三軸圧縮試験結果 

断層(軟質無)の

静的ねじりせん

断試験結果 

断層(軟質含)の

原位置断層せん

断試験結果 

内部摩擦角 

残留強度 
CH級岩盤の岩盤 

せん断試験結果 
同上(φ成分のみ) 同上(φ成分のみ) 同上(φ成分のみ) 同上(φ成分のみ) 同上(φ成分のみ) 

静弾性係数 
CH級岩盤の平板

載荷試験結果 

CM級岩盤の孔内

水平載荷試験と

平板載荷試験よ

り総合評価して

設定 

CL級岩盤の孔内

水平載荷試験と

平板載荷試験よ

り総合評価して

設定 

表土の三軸圧縮試験結果 

断層(軟質無)の

静的ねじりせん

断試験結果 

断層(軟質含)の

静的ねじりせん

断試験結果 

静的 

ポアソン比 

CH級岩盤の岩石

供試体による一

軸圧縮試験結果 

CM級岩盤の岩石

供試体による一

軸圧縮試験結果 

Ⅱ級岩盤の試験

結果を流用 

表土の三軸圧縮試験結果 

 

Ⅱ級岩盤の静的

／動的の比率か

ら算定 

表土の試験結果

を流用 

動弾性係数 

CH級岩盤の弾性

波探査、PS検層

等より算定 

CM級岩盤の弾性

波探査、PS検層

等より算定 

CL級岩盤の弾性

波探査、PS検層

等より算定 
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第 3-1 図 動せん断弾性係数のひずみ依存性（Ⅲ級②） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3-2図 減衰定数のひずみ依存性（Ⅲ級②） 
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第 3-3図 動せん断弾性係数のひずみ依存性（断層 軟質無） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3-4図 減衰定数のひずみ依存性（断層 軟質無） 
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第 3-5図 動せん断弾性係数のひずみ依存性（断層 軟質含） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3-6図 減衰定数のひずみ依存性（断層 軟質含） 
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4. 地盤の支持力 

岩種及び岩級毎の地盤の支持力度を第 4-1表に示す。地盤の支持力度は、設置変更

許可申請書（添付書類六）に記載の支持力試験結果を基に設定する。設置変更許可申

請書（添付書類六）に示した支持力試験の位置及び結果例を第 4-1図～第 4-4図に示

す。 

3号炉試掘坑においては、○CH 級（Ⅰ級）及び○CM 級（Ⅱ級）を対象にジャッキ載荷限界

7.84N/mm2（80kg/cm2）の荷重域まで載荷したが、破壊に至らないだけでなく、十分弾

性挙動を示した。 

○CH 級（Ⅰ級）については 3号炉試掘坑と同様の岩種・岩級を対象とした 2号炉試掘

坑において、ジャッキ載荷限界 13.8 N/mm2（141.5 kg/cm2）の荷重域まで載荷したが、

やはり破壊に至らないだけでなく十分弾性挙動を示し、「高荷重域（σ＝85～

141.5kg/cm2）においても非常に弾性的であり、塑性的挙動はみられない」とされてい

る。 

したがって、○CH 級（Ⅰ級）の極限支持力度は 13.8 N/mm2よりも一定程度大きいと評

価できる。また、○CH 級（Ⅰ級）の短期許容支持力度は、JEAG4601-1987 に基づき極限支

持力度の 2/3倍として、9.2N/mm2（13.8 N/mm2×2/3）よりも一定程度大きいと評価で

きる。 

今回工認においては、3号炉に係る申請であることを考慮し、3号建設時の設置許可

申請書との整合を図る観点から、安全側となるよう○CH 級（Ⅰ級）の極限支持力度を

「7.84N/mm2以上」、○CH 級（Ⅰ級）の短期許容支持力度を 9.2 N/mm2より小さい値とし

て「7.84N/mm2」と設定する。 

一方、○CM 級（Ⅱ級）については 3号炉試掘坑の支持力試験結果から、極限支持力度

を「7.84N/mm2」と設定し、短期許容支持力度を JEAG4601-1987に基づき極限支持力度

の 2/3倍である「5.22N/mm2」と設定する。 

なお、長期許容支持力度を用いて照査する場合は、道路橋示方書（Ⅰ共通編・Ⅳ下

部構造編）・同解説（（社）日本道路協会，平成 14年 3月）に基づき、○CH 級（Ⅰ級）に

ついては「4.60N/mm2」（13.8 N/mm2×1/3）、○CM 級（Ⅱ級）については「2.61N/mm2」（7.84

×1/3）を用いる。 

 

第 4-1表 地盤の支持力度 

岩種・岩級 
極限支持力度 

(N/mm2) 

短期許容支持力度 

(N/mm2) 

長期許容支持力度 

(N/mm2) 

○CH 級（Ⅰ級） 7.84 以上 7.84 4.60 

○CM 級（Ⅱ級） 7.84 5.22 2.61 
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第 4-1図 設置変更許可申請書（3号炉，平成 27年 4月）に示した支持力試験位置 
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第 4-2図 設置変更許可申請書（2号炉，昭和 50年 5月）に示した支持力試験位置  
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第 4-3(1/2)図 設置変更許可申請書（3号炉，平成 27年 4月）に示した 

                支持力試験結果（○CH 級（Ⅰ級）岩盤の応力－変位曲線図） 
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第 4-3図(2/2)  設置変更許可申請書（3号炉，平成 27年 4月）に示した 

                  支持力試験結果（○CM 級（Ⅱ級）岩盤の応力－変位曲線図）



 

- 資17-3-14/E - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4-4図 設置変更許可申請書（2号炉，昭和 50年 5月）に示した支持力試験結果 

（○CH 級（Ⅰ級）岩盤の応力－変位曲線図）［一部加筆］ 
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水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する 

影響評価方針 
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1. 概要 

本資料は、資料17-1「耐震設計の基本方針」のうち、「4.1 地震力の算定法」に基づ

き、申請施設の水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価の方針につい

て説明するものである。 

 

2. 基本方針 

平成28年3月23日付け原規規発第1603231号にて認可された工事計画の資料13-8「水

平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針」の「2. 基本方針」によ

るものとする。 

 

3. 水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価に用いる地震動 

平成28年3月23日付け原規規発第1603231号にて認可された工事計画の資料13-8「水

平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針」の「3. 水平2方向及び鉛

直方向地震力の組合せによる影響評価に用いる地震動」によるものとする。 

 

4. 各施設における水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方針 

平成28年3月23日付け原規規発第1603231号にて認可された工事計画の資料13-8「水

平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針」の「4. 各施設における水

平2方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方針」によるものとする。 

 



















































































 

 

 

 

 

 

 

 

ダクティリティに関する設計方針 
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1. 概 要 

発電所の各施設は、安全性及び信頼性の見地から、通常運転時荷重に対してのみなら

ず地震時荷重等の短時間に作用する荷重に対しても耐えられるよう設計する必要があ

る。 

これらの設計荷重は、強度設計の立場から、安全側の値として定められているが、重

要施設の構造安全性を一層高めるためには、その構造体のダクティリティ※を高めるよ

うに設計することが重要である。 

本資料は、資料17-1「耐震設計の基本方針」のうち「8. ダクティリティに関する考

慮」に基づき、各施設のダクティリティを維持するために必要と考えられる構造計画、

材料の選択、耐力・強度等に対する制限及び品質管理上の配慮を各項目別に説明するも

のである。なお、構造特性等の違いから、施設を建物・構築物と機器・配管系に分けて

示す。 

 

※  地震時を含めた荷重に対して、施設に生じる応力値等が、ある値を超えた際に直

ちに損傷に至らないこと、又は直ちに損傷に至らない能力・特性。 
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2. 構造計画 

2.1 建物・構築物 

非常用ガスタービン発電機建屋の構造形式は、地震時において効果的に水平力を

分担させる意図から、計画的に配置した格子状の耐震壁を主要な耐震要素とする鉄

筋コンクリート構造である。 

また、基礎は、堅硬な岩盤に直接設置し、上部構造物の荷重を支持地盤に伝達さ

せるために十分な剛性を持たせる。 

 

2.2 機器・配管系 

平成28年3月23日付け原規規発第1603231号にて認可された工事計画の資料13-10

「ダクティリティに関する設計方針」の「2.2 機器・配管系」によるものとする。 

 

3. 材料の選択 

平成28年3月23日付け原規規発第1603231号にて認可された工事計画の資料13-10「ダ

クティリティに関する設計方針」の「3. 材料の選択」によるものとする。 

 

4. 耐力・強度等に対する制限 

平成28年3月23日付け原規規発第1603231号にて認可された工事計画の資料13-10「ダ

クティリティに関する設計方針」の「4. 耐力・強度等に対する制限」によるものとす

る。 

 

5. 品質管理上の配慮 

平成28年3月23日付け原規規発第1603231号にて認可された工事計画の資料13-10「ダ

クティリティに関する設計方針」の「5. 品質管理上の配慮」によるものとする。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

機器・配管の耐震支持方針 
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1. 概要 

機器・配管の耐震設計を行う場合、基本設計条件（耐震重要度、設計温度・圧力、動

的・静的機器等）、プラントサイト固有の環境条件（地震、風、雪、気温等）、形状、

設置場所等を考慮して各々に適した支持条件（拘束方向、支持反力、相対変位等）を決

め、支持構造物を選定する必要がある。また、現地施工性や機器等の運転操作・保守点

検の際に支障とならないこと等についても配慮し設計する。 

本資料は、資料17-1「耐震設計の基本方針」のうち「9. 機器・配管系の支持方針」

に基づき、各々の機器・配管の支持方法及び支持構造物の耐震設計方針を説明するもの

である。 

 

2. 機器の支持構造物 

平成28年3月23日付け原規規発第1603231号にて認可された工事計画の資料13-11「機

器・配管の耐震支持方針」の「2. 機器の支持構造物」によるものとする。 

 

3. 電気計測制御装置の支持構造物 

平成28年3月23日付け原規規発第1603231号にて認可された工事計画の資料13-11「機

器・配管の耐震支持方針」の「3. 電気計測制御装置」によるものとする。 

 

4. 配管の支持構造物 

平成28年3月23日付け原規規発第1603231号にて認可された工事計画の資料13-11「機

器・配管の耐震支持方針」の「4. 配管の支持構造物」によるものとする。 

 

5. その他特に考慮すべき事項 

平成28年3月23日付け原規規発第1603231号にて認可された工事計画の資料13-11「機

器・配管の耐震支持方針」の「5. その他特に考慮すべき事項」によるものとする。 

 

 

















































































































































































































 

 

 

 

 

 

補機（容器）の耐震計算について 
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1. 概要 

本資料は、資料17-1「耐震設計の基本方針」のうち「10.耐震計算の基本方針」に基

づき、耐震性に関する説明書で求められる容器の耐震性のうち、重大事故等クラス２

容器（クラス２、３）にあって、耐震評価対象機器が複数ある横置円筒形容器が十分

な耐震性を有していることを確認するための耐震計算の方法について記載したもので

ある。なお、容器の支持方針は資料17-11「機器・配管の耐震支持方針」に従う。 

解析の方針、容器のモデル化及び減衰定数については、資料17-6「地震応答解析の

基本方針」に従うものとする。 
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2. 評価条件 

2.1 基本事項 

2.1.1 耐震計算の条件 

機器の耐震計算を行う場合、以下の条件に従うものとする。 

(1) 横置円筒形容器の重量については、胴の中心軸に集中したものとする。

上記の容器の耐震計算モデルは1質点系モデルとし、容器の重心位置に

地震荷重が作用するものとする。 

 

(2) 基礎ボルトが、脚の変形方向に直角な方向より見て脚1個につき1列の場

合は下端を単純支持とする。その他の場合は、固定支持とする。 

 

F0
脚の変形方向
単純支持

（基礎ボルトが1列）

F0
脚の変形方向
固定支持

（基礎ボルトが2列以上）

基礎ボルト 基礎ボルト

 
第2-1図 基礎ボルトの列数による支持脚の分類 
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(3) 水平方向地震による水平力は、支持脚下端のベースプレートと基礎コン

クリート面との摩擦力によって基礎コンクリートに伝達させるものと

する。また、機器が架台に取り付けられている場合、水平方向地震によ

る水平力は、ベースプレートと鉄鋼面との摩擦力によって剛に設置され

た架台に伝達させるものとする。この場合、基礎ボルトは取付ボルトに

読み替える。 

ベースプレートと据付面の摩擦力が水平地震力以上であることを確認

する。なお、水平地震力が据付面の摩擦力を上回る場合には、基礎ボル

トにせん断応力が発生するものとし、JSME S NC1-2005/2007 SSB-3132

（ⅢAS）又はSSB-3133（ⅣAS）に基づく組合せ応力評価について、次式

を満たすことを確認する。 

σbt≦min(1.4･1.5ft－1.6τbs,1.5ft) ≡1.5fts （ⅢAS） 

σbt≦min(1.4･1.5ft
*－1.6τbs,1.5ft

*)≡1.5fts
* （ⅣAS） 

(4) JSME S NC1-2005/2007 付録材料図表を用いて材料基準値等を計算する

際に温度が付録材料図表記載値の中間の値の場合、比例法を用いて計算

する。 

ただし、付録材料図表5、8、9で比例法を用いる場合は、小数第1位以下

を切り捨てた値を用いるものとする。 

(5) サドル支持横置円筒形容器の場合、胴は剛とし、長手方向の熱膨張によ

る胴の伸びをスライドさせるためベースプレートのボルト穴を長穴に

しているスライド側の基礎ボルトには締付力を与えないものとする。し

たがって、サドル支持横置円筒形容器の耐震計算は、長手方向の地震荷

重に対して、基礎ボルトを締付けている固定側の脚だけで行うものとす

る。 

(6) 計算に用いる寸法は、公称値を使用する。 

(7) 水平方向と鉛直方向の地震動による応力の組合せは、安全側に絶対値和

の評価を原則とするが、SRSS法による組合せによる評価も用いる。 

(8) 設計用加速度は、資料17-7「設計用床応答曲線の作成方針」に基づき設

定する。 



 

- 資17-13-4 - 

2.1.2 変形モードの組合せ 

容器の耐震計算モデルは、資料17-6「地震応答解析の基本方針」に従い1質

点系モデルとし、容器の重心位置に地震荷重が作用するものとする。容器の重

心に水平方向地震力が作用した場合、容器及び脚は、いくつかの変形モードが

組み合わされて振動すると考える。 

変形モード及び変形モードの組合せを以下に示す。 

 

(1) 変形モード 

a. A型変形 

支持脚の伸縮はなく、容器胴体

底面が水平に移動する変形モード。 

 

 

 

b. B型変形 

支持脚と容器胴体が一体として

の曲げ変形モード。 

 

 

 

 

c. C型変形 

支持脚又は容器胴体のせん断変

形モード。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 変形モードの組合せ 

  横置円筒形容器（長手方向） ＝ A＋C 

  横置円筒形容器（横方向）  ＝ B＋C 

重心

水平地震力

重心

水平地震力

重心

水平地震力

重心

水平地震力
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2.2 評価対象部位 

評価対象部位は以下の第2-1表に示すとおりである。 

 

第2-1表 機器形状に対する評価対象部位 

機器形状 
評価対象 

部位及び項目 
構造概略 計算モデル 

サドル支持 

横置円筒形 

 

 

胴板 

・一次一般膜応力 

・一次応力 

・一次＋二次応力 

支持脚 

・組合せ応力 

・座屈 

基礎ボルト 

・引張 

・せん断(基礎面との摩擦) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R＋msg

計算モデル 評価部位

R＋msg

　h
　h2

1

 

m 0gm 0g

計算モデル
評価部位

1　h1　h

①下端単純支持
　の場合

②下端固定支持
　の場合

m 0g
m 0gm 0g

計算モデル
評価部位

1　h1　h

①下端単純支持
　の場合

②下端固定支持
　の場合

m 0g

 

R＋msg

計算モデル 評価部位

R＋msg

　h
　h2

1
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3. 耐震計算方法 

3.1 横置円筒形容器の耐震計算方法 

3.1.1 記号の説明 

記 号 記 号 の 説 明 単 位 

Ab 基礎ボルトの軸断面積 mm2 

As 脚の断面積 mm2 

As1 脚の長手方向に対する有効せん断断面積 mm2 

As2 脚の横方向に対する有効せん断断面積 mm2 

As3 脚の長手方向に対するせん断断面積 mm2 

As4 脚の横方向に対するせん断断面積 mm2 

a 脚底板の長手方向幅 mm 

aH 設計用水平加速度 m/s2 

aV 設計用鉛直加速度 m/s2 

b 脚底板の横方向幅 mm 

C1 脚の胴体つけ根部のアタッチメントの幅の2分の1 

（胴の横方向） 

mm 

C2 脚の胴体つけ根部のアタッチメントの幅の2分の1 

（胴の長手方向） 

mm 

Cc 参考文献（1）より得られる値 － 

Cℓ 参考文献（1）より得られる値 － 

Di 胴の内径 mm 

Do 胴の外径 mm 

d1 脚底板端面から基礎ボルト中心までの長手方向の距離 mm 

d2,d3 脚底板端面から基礎ボルト中心までの横方向の距離 mm 

Es 脚の縦弾性係数 MPa 

e1 長手方向のベースプレートに作用するモーメントと鉛直荷

重の比 

mm 

e2 横方向のベースプレートに作用するモーメントと鉛直荷重

の比 

mm 

Fbc 横方向地震により基礎ボルトに作用する引張力 N 

Fbℓ 長手方向地震により基礎ボルトに作用する引張力 N 

fbc 横方向地震における脚の許容曲げ応力 MPa 

fbℓ 長手方向地震における脚の許容曲げ応力 MPa 

fc 脚の許容圧縮応力 MPa 

Gs 脚のせん断弾性係数 MPa 

g 重力加速度(g＝9.80665) m/s2 

H 水頭 mm 
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記 号 記 号 の 説 明 単 位 

h1 基礎から脚の胴つけ根部までの高さ mm 

h2 基礎から胴の中心までの高さ mm 

Ix 脚の長手方向軸に対する断面2次モーメント mm4 

Iy 脚の横方向軸に対する断面2次モーメント mm4 

K1,K2 参考文献(1)よりの定数 － 

KC 脚のばね定数（胴の横方向に水平力が作用する場合） N/mm 

Kℓ 脚のばね定数（胴の長手方向に水平力が作用する場合） N/mm 

kc 参考文献(1)よりの定数 － 

kℓ 参考文献(1)よりの定数 － 

ℓ 第1脚及び第5脚の中心から鏡板重心までの距離 mm 

ℓH 鏡板の端から鏡板の丸みの始まる箇所までの長さ mm 

ℓi 熱交換器類の基準脚より各部質量までの距離（i＝1～7） mm 

ℓL 鏡板の丸みの始まる箇所間の長さ mm 

ℓ0 脚中心間距離 mm 

M 脚部における胴の運転時質量によるモーメント N･mm 

Mc 横方向地震による胴の脚つけ根部のモーメント N･mm 

Mc1 横方向地震により脚底面に働くモーメント N･mm 

Mℓ 長手方向地震による胴の脚つけ根部のモーメント N･mm 

Mℓ1 長手方向地震により脚底面に働くモーメント N･mm 

Mx 胴に生じる長手方向の局部曲げモーメント N･mm 

Mφ 胴に生じる周方向の局部曲げモーメント N･mm 

m0 容器の有効運転質量 kg 

mi 熱交換器類の各部質量（i＝1～7） kg 

ms 脚1本当たりの質量 kg 

Nx 胴に生じる軸方向の膜力 N/mm 

Nφ 胴に生じる周方向の膜力 N/mm 

n 脚1個当たりの基礎ボルト本数 － 

n1 脚1個当たりの長手方向地震によって引張を受ける基礎ボ

ルト本数 

－ 

n2 脚1個当たりの横方向地震によって引張を受ける基礎ボル

ト本数 

－ 

P 運転時質量による胴の脚取付部における鉛直方向荷重 N 

P' 鉛直方向地震による胴の脚取付部における鉛直方向荷重 N 

Pℓ 長手方向地震により胴の脚つけ根部に働く鉛直荷重 N 
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記 号 記 号 の 説 明 単 位 

Pr 最高使用圧力 MPa 

Ps 長手方向地震により脚底部に働く鉛直荷重 N 

Ps1 横方向地震により脚底部に働く鉛直荷重 N 

R 脚に作用する荷重 N 

rm 脚つけ根部における胴の平均半径 mm 

ro 脚つけ根部における胴の外半径 mm 

s 基礎ボルトと基礎の縦弾性係数比 

（コンクリートの場合s＝10、鋼の場合s＝1） 

－ 

T 固有周期 s 

T1 長手方向の固有周期 s 

T2 横方向の固有周期 s 

t 胴の板厚 mm 

te 脚つけ根部における胴の有効板厚 mm 

tw 脚取付部の当板板厚 mm 

X1～X4 基礎が圧縮力を受ける幅 mm 

Z 脚取付部における胴の有効断面係数 mm3 

Zsx 脚の長手方向軸に対する断面係数 mm3 

Zsy 脚の横方向軸に対する断面係数 mm3 

α 脚の開き角 rad 

β,β1,β2 参考文献(1)によるアタッチメントパラメータ － 

γ 参考文献(1)によるシェルパラメータ － 

θ 脚取付部における胴の有効範囲角の2分の1 rad 

θ0 胴体脚端部より鉛直軸までの角度 rad 

σ0 胴の一次一般膜応力あるいは組合せ応力の最大値 MPa 

σ0c 横方向地震が作用した場合の胴の組合せ一次一般膜応力 MPa 

σ0cx 横方向地震が作用した場合の胴の軸方向一次一般膜応力の

和 

MPa 

σ0cφ 横方向地震が作用した場合の胴の周方向一次一般膜応力の

和 

MPa 

σ0ℓ 長手方向地震が作用した場合の胴の組合せ一次一般膜応力 MPa 

σ0ℓx 長手方向地震が作用した場合の胴の軸方向一次一般膜応力

の和 

MPa 

σ0ℓφ 長手方向地震が作用した場合の胴の周方向一次一般膜応力

の和 

MPa 

σ1 胴の一次応力の最大値 MPa 
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記 号 記 号 の 説 明 単 位 

σ1c 横方向地震が作用した場合の胴の組合せ一次応力 MPa 

σ1cx 横方向地震が作用した場合の胴の軸方向一次応力の和 MPa 

σ1cφ 横方向地震が作用した場合の胴の周方向一次応力の和 MPa 

σ1ℓ 長手方向地震が作用した場合の胴の組合せ一次応力 MPa 

σ1ℓx 長手方向地震が作用した場合の胴の軸方向一次応力の和 MPa 

σ1ℓφ 長手方向地震が作用した場合の胴の周方向一次応力の和 MPa 

σ2 胴の一次＋二次応力の最大値 MPa 

σ2c 横方向地震が作用した場合の地震動のみによる胴の組合せ

一次＋二次応力 

MPa 

σ2cx 横方向地震が作用した場合の胴の軸方向一次＋二次応力 MPa 

σ2cφ 横方向地震が作用した場合の胴の周方向一次＋二次応力 MPa 

σ2ℓ 長手方向地震が作用した場合の地震動のみによる胴の組合

せ一次＋二次応力 

MPa 

σ2ℓx 長手方向地震が作用した場合の胴の軸方向一次＋二次応力 MPa 

σ2ℓφ 長手方向地震が作用した場合の胴の周方向一次＋二次応力 MPa 

σb 基礎ボルトの引張応力の最大値 MPa 

σbℓ 長手方向地震が作用した場合の基礎ボルトの引張応力 MPa 

σbc 横方向地震が作用した場合の基礎ボルトの引張応力 MPa 

σs 脚の組合せ応力の最大値 MPa 

σs1 自重による脚の圧縮応力 MPa 

σs1' 鉛直地震が作用した場合の脚の圧縮応力 MPa 

σs2 長手方向地震が作用した場合の脚の曲げ応力 MPa 

σs3 横方向地震が作用した場合の脚の曲げ応力 MPa 

σsb 脚の曲げ応力 MPa 

σsc 脚の圧縮応力 MPa 

σscc 横方向地震が作用した場合の脚の組合せ応力 MPa 

σsℓc 長手方向地震が作用した場合の脚の組合せ応力 MPa 

σx1 静水頭又は内圧により胴に生じる軸方向応力 MPa 

σx2 自重により胴に生じる軸方向応力 MPa 

σx31 自重及び鉛直方向地震による胴の軸方向局部膜応力 MPa 

σx31' 鉛直方向地震による胴の軸方向局部膜応力 MPa 

σx32' 鉛直方向地震による胴の軸方向局部曲げ応力 MPa 

σx411 長手方向地震によって生じる曲げモーメントによる胴の軸

方向局部膜応力 

MPa 
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記 号 記 号 の 説 明 単 位 

σx412 長手方向地震によって生じる曲げモーメントによる胴の軸

方向局部曲げ応力 

MPa 

σx421 長手方向地震によって生じる鉛直力による胴の軸方向局部

膜応力 

MPa 

σx422 長手方向地震によって生じる鉛直力による胴の軸方向局部

曲げ応力 

MPa 

σx43 長手方向地震により生じる水平方向荷重による胴の応力 MPa 

σx51 横方向地震によって生じる曲げモーメントによる胴の軸方

向局部膜応力 

MPa 

σx52 横方向地震によって生じる曲げモーメントによる胴の軸方

向局部曲げ応力 

MPa 

σx6 鉛直方向地震により胴に生じる軸方向応力 MPa 

σφ1 静水頭又は内圧により胴に生じる周方向応力 MPa 

σφ31 自重及び鉛直方向地震による胴の周方向局部膜応力 MPa 

σφ31' 鉛直方向地震による胴の周方向局部膜応力 MPa 

σφ32' 鉛直方向地震による胴の周方向局部曲げ応力 MPa 

σφ411 長手方向地震によって生じる曲げモーメントによる胴の周

方向局部膜応力 

MPa 

σφ412 長手方向地震によって生じる曲げモーメントによる胴の周

方向局部曲げ応力 

MPa 

σφ421 長手方向地震によって生じる鉛直力による胴の周方向局部

膜応力 

MPa 

σφ422 長手方向地震によって生じる鉛直力による胴の周方向局部

曲げ応力 

MPa 

σφ51 横方向地震によって生じる曲げモーメントによる胴の周方

向局部膜応力 

MPa 

σφ52 横方向地震によって生じる曲げモーメントによる胴の周方

向局部曲げ応力 

MPa 

τc 横方向地震により胴の脚つけ根部に生じるせん断応力 MPa 

τℓ 長手方向地震により胴の脚つけ根部に生じるせん断応力 MPa 

τb 基礎ボルトに生じるせん断応力 MPa 

τbℓ 長手方向地震により基礎ボルトに生じるせん断応力 MPa 

τbc 横方向地震により基礎ボルトに生じるせん断応力 MPa 

τs2 長手方向地震により脚に生じるせん断応力 MPa 

τs3 横方向地震により脚に生じるせん断応力 MPa 

ρ 液体の比重 － 

ω 胴部自重による等分布荷重 N/mm 
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3.1.2 容器説明図 

容器説明図を第3-1図及び第3-2図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第3-1図 容器の形状（横置き2脚）及び基礎ボルトの応力計算に用いる記号説明図 
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X3

中立軸基礎ボルト

基礎ボルト
中立軸
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第3-2図 容器の形状（横置き3脚）及び基礎ボルトの応力計算に用いる記号説明図 
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3.1.3 固有周期の計算方法 

(1) 2脚支持横置円筒形の場合 

a. 長手方向の固有周期 

長手方向のばね定数は、 

s1s

1

ys

3
1

AG

h
＋

I12E

h

1
＝K



  

ただし、第1脚の基礎ボルトが横方向から見て一列の場合は上式中の

係数12を3とする。 

固有周期は、 

3
0

１
10K

m
＝2πT



 

 

b. 横方向の固有周期 

横方向のばね定数は、 

     

s2s

１

xs

12１１2

xs

12
2
１

c

AG

h
＋

IE

2h－hh－hh
＋

I6E

－h3hh

1
＝K



 

固有周期は、 

3
c

s

2
10K

＋m
g

R

＝2πT


 

固有周期Tは、T1とT2のうち水平加速度が大きくなる方とする。 

 

(2) 3脚支持横置円筒形の場合 

a. 長手方向の固有周期 

長手方向のばね定数は、 

s1s

1

ys

3
1

AG

h
＋

I12E

h

3
＝K



  

固有周期は、 

3
0

１
10K

m
＝2πT
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b. 横方向の固有周期 

横方向のばね定数は、 

     

s2s

１

xs

12１１2

xs

12
2
１

c

AG

h
＋

IE

2h－hh－hh
＋

I6E

－h3hh

1
＝K



 

固有周期は、 

3
c

s

2
10K

＋m
g

R

＝2πT


 

固有周期Tは、T1とT2のうち水平加速度が大きくなる方とする。 
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3.1.4 胴の応力計算 

(1) 脚に作用する荷重及び脚つけ根の部分における曲げモーメント 

脚にかかる荷重は、モーメントのつり合より求められる。 

脚のつけ根の部分におけるモーメントは、胴をはりと考えて求める。 

 

a. 2脚支持横置円筒形（タンク類）の場合 

(a) 脚に作用する荷重 

R＝ )g－2m(m
2

1
s0  

(b) 脚つけ根の部分における曲げモーメント 

M＝

2

H

HL

2

－
＋

3

2

3

4
＋

2R

2

1 0L 






























 

 

b. 3脚支持横置円筒形（タンク類）の場合 

(a) 脚に作用する荷重 

第1脚及び第3脚に作用する荷重 

R1＝R3＝
 

2

Rg－3mm 2s0 
 

第2脚に作用する荷重 

R2＝
0

10 3M
－

4

5ω




 

ω＝
 

HL

s0

3

4
＋

g－3mm



 

固有周期計算及び応力計算においてRはR1～R3のうち最大のもの

とする。 

 

(b) 脚つけ根の部分における曲げモーメント 

第1脚及び第3脚に作用する曲げモーメント 

M1＝M3＝

2

H 2

2－
＋

3

2
ω
2

1 0L 
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第2脚に作用する曲げモーメント 

M2＝
2

M
－

8

ω 1

2

0  

応力計算に使用するMは、M1～M3のうち最大のものとする。 

 

(2) 静水頭又は内圧による応力 

静水頭による場合 

σφ1＝
2t

D10Hgρ i
－6 

 

σφ2＝
2t

D10Haρ i
－6

V 
 

σx1＝0 

内圧による場合 

σφ1＝
 

2t

＋1.2tDP ir  

σx1＝
 

4t

＋1.2tDP ir  
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(3) 運転時質量及び鉛直方向地震により生じる長手方向曲げモーメントに

よる応力 

(1)項で求めた曲げモーメントにより胴の脚つけ根部に生じる応力は、

次のようにして求められる。 

参考文献(2)によれば、この曲げモーメントは胴の断面に対して一様に

作用するものではなく、脚取付部において円周方向の曲げモーメントに置

換され、胴の局部変形を生じさせようとする。 

今、長手方向の曲げモーメントによる胴の応力の影響範囲を胴下端から

θの点とすると、長手方向曲げモーメントに対する胴の有効断面積は、第

3-3図及び第3-4図に2θで示される円殻である。したがって、応力は次式

で表される。 

σx2＝
Z

M
 

σx6＝
Z

M

g

aV 







 

ここで、 

rm＝
2

tD ei   

Z＝rm
2･te







 

－cosθθsinθ

θθ2sincosθ－θ＋sinθ 2

 

teは、tあるいは（t＋tw）をとるものとし、θは以下の式で表される。 

有効範囲に当板板厚を含めない場合（te＝t） 

θ＝π－
6

5
θ0 
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計算に用いる記号説明図を第3-3図及び第3-4図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第3-3図 当板板厚を含めない場合の脚つけ根部における胴の有効断面係数の計算に用

いる記号説明図 

 

当板板厚を含める場合（te＝t＋twただし当板の範囲は周方向に2θ以上、

軸方向に脚端部より0.55 tDo  以上とする） 

θ＝
2

α
＋

)t(t
2

D
20

D

w
i

o



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第3-4図 当板板厚を含める場合の脚つけ根部における胴の有効断面係数の計算に用い

る記号説明図

α 

rm te＝t 

有効範囲 

6

θ0  

 

非有効範囲 

θ0 

2θ 

2θ 

α 

rm 

te＝ 
t＋tw 

有効範囲 

 

以上 　

・tD0.55 o

     
 

当板 

20

Do 以上 

以上 　

・tD0.55 o
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(4) 運転時質量及び鉛直方向地震による脚つけ根部の応力 

胴の脚つけ根部には、脚反力による局部応力が生じる。 

胴の第1脚つけ根部に作用する反力は次式で表される。 

また、力の関係図を第3-5図に示す。 

運転時質量による反力 

P＝R 

この反力Pにより生じる胴の局部応力は参考文献(1)によると次のよう

にして求めることができる。 

 

γ＝rm/te 

β1＝C1/rm 

β2＝C2/rm 

β1/β2≧1のとき 

β＝    21

＊

121 ββ1－K－1ββ
3

1
1－ 









 

β1/β2＜1のとき 

β＝    21

＊

221 ββ1－Kββ1－
3

4
1－ 









 

 

脚取付部の胴の局部応力は、シェルパラメータγ及びアタッチメントパ

ラメータβによって参考文献(1)の表により値を求める（以下＊を付記す

る。）ことにより応力は次式で表される。 

反力Pにより生じる応力 

σφ31＝ 

















em

＊

m

φ

tr

P

rP

N
 

σx31＝ 

















em

＊

m

x

tr

P

rP

N
 

第3-5図 脚が胴に及ぼす 
力の関係図 

Mℓ 

2C2 

te 
rm 

2C1 

P 

Mc
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(5) 長手方向地震による脚つけ根部の応力 

可動脚は、長手方向に自由にスライドできるので、固定脚は下端固定の

場合変形をする。脚つけ根部に生じる曲げモーメント及び鉛直荷重（偶力）

は次式により与えられる。 

a. 脚つけ根部に作用する力及びモーメント 

(a) 2脚支持横置円筒形の場合 

脚下端が単純支持の場合はMℓの式の係数1/2を1に、Pℓの式の係数

1/2を0に置き換えるものとする。 

Mℓ＝
2

1
(m0－ms)aH･h1 

Pℓ＝(m0－ms)aH･
0

12 h
2

１
－h


 

(b) 3脚支持横置円筒形の場合 

Mℓ＝
6

1
(m0－ms)aH･h1 

Pℓ＝(m0－ms)aH･
0

12

2

h
2

１
－h


 

 

b. 一次応力 

曲げモーメントMℓと鉛直荷重Pℓにより生じる胴の局部応力は(4)項と

同様な方法で参考文献(1)により求められる。 

曲げモーメントMℓにより生じる応力は、 

σφ411＝  
＊

e

2

m

＊

2

m

φ C
βtr

M

βrM

N


































 

σx411＝  
＊

e

2

m

＊

2

m

x C
βtr

M

βrM

N


































 

ここで、アタッチメントパラメータβは次式で表される。 

β＝ 3 2

21 ββ   
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鉛直荷重Pℓにより生じる応力は、 

σφ421＝ 

















em

＊

m

φ

tr

P

rP

N




 

σx421＝ 

















em

＊

m

x

tr

P

rP

N 



 

また、水平方向荷重により胴には下記式で表される引張応力が生じ

る。 

σx43＝
 

 t＋tD π

a －mm

i

Hs0  

 

c. 二次応力 

曲げモーメントMℓと鉛直荷重Pℓにより生じる胴の局部応力は(4)項と

同様な方法で参考文献(1)により求められる。 

σφ412＝
  























 βtr

6M

βrM

M
2

em

＊

m

φ 



 

σx412＝
  























 βtr

6M

βrM

M
2

em

＊

m

x 



 

ここで、アタッチメントパラメータβは次式で表される。 

β＝ 3 2

2１

＊
ββk   

鉛直荷重Pℓにより生じる応力は、 

σφ422＝ 























2

e

＊

φ

t

6P

P

M




 

σx422＝ 























2

e

＊

x

t

6P

P

M 
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d. せん断応力 

長手方向地震が作用した場合、第1脚つけ根部に生じるせん断応力は

次式で表される。 

(a) 2脚支持横置円筒形の場合 

τℓ＝
 

t4C

a－mm

2

Hs0


 

(b) 3脚支持横置円筒形の場合 

τℓ＝
 

t12C

a－mm

2

Hs0


 

 

(6) 横方向地震による脚つけ根部の応力 

横方向の地震が作用した場合、第1脚のつけ根部に生じる曲げモーメン

トMcは、 

Mc＝
g

aH R･ro 

ro＝
2

Di ＋te 

 

a. 一次応力 

曲げモーメントMcにより生じる胴の局部応力は、(4)項及び(5)項と同

様な方法で参考文献(1)より求められる。シェルパラメータγは(4)項

と同じであるが、アタッチメントパラメータβは次式にて表される。 

3
2

2
1 βββ＝   

したがって、応力は、 

σφ51＝  
＊

c

e

2

m

c

＊

2

mc

φ C
tβr

M

βrM

N





























 

σx51＝  
＊

c

e

2

m

c

＊

2

mc

x C
tβr

M

βrM

N
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b. 二次応力 

曲げモーメントMcにより生じる胴の局部応力は(4)項及び(5)項と同

様な方法で参考文献(1)より求められる。 

シェルパラメータγは(4)項と同じであるが、アタッチメントパラメ

ータβは次式にて表される。 

3
2

2
1

＊

c βββ＝k   

したがって、応力は、 

σφ52＝
  























 βtr

6M

βrM

M
2

em

c

＊

mc

φ  

σx52＝
  























 βtr

6M

βrM

M
2

em

c

＊

mc

x  

 

c. せん断応力 

横方向に地震が作用した場合、第1脚つけ根部に生じるせん断力は次

式で表される。 

τc＝
t4C

R
g

a

1

H
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(7) 一次一般膜応力 

(1)項～(3)項によって計算される胴の一次一般膜応力は以下により組

み合わされる。 

 

a. 長手方向地震が作用した場合 

（絶対値和） 

σ0ℓ＝Max(σ0ℓφ,σ0ℓx) 

ここで、 

σ0ℓφ＝σφ1 

σ0ℓx＝σx1＋σx2＋σx6＋σx43 

（SRSS法） 

σ0ℓ＝Max(σ0ℓφ,σ0ℓx) 

ここで、 

σ0ℓφ＝σφ1 

σ0ℓx＝σx1＋σx2＋
2

x43

2

x6 ＋σσ  

 

b. 横方向地震が作用した場合 

（絶対値和） 

σ0c＝Max(σ0cφ,σ0cx) 

ここで、 

σ0cφ＝σφ1 

σ0cx＝σx1＋σx2＋σx6 

（SRSS法） 

σ0c＝Max(σ0cφ,σ0cx) 

ここで、 

σ0cφ＝σφ1 

σ0cx＝σx1＋σx2＋σx6 

したがって、胴に生じる一次一般膜応力の最大値は、 

σ0＝Max(σ0ℓ,σ0c) 

で表される。 
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(8) 組合せ応力 

(1)項～(6)項によって算出される第1脚つけ根部に生じる胴の応力は以

下により組み合わされる。 

a. 一次応力 

（絶対値和） 

(a) 長手方向地震が作用した場合 

σ1ℓ＝     22

x1φ1x1φ1 ＋4τ－σσ ＋σσ
2

1
   

ここで、 

σ1ℓφ＝σφ1＋σφ31＋σφ31'＋σφ411＋σφ421 

σ1ℓx＝σx1＋σx2＋σx31＋σφ31'＋σx411＋σx421＋σx43＋σx6 

(b) 横方向地震が作用した場合 

σ1c＝     2c2

1cxφ1c1cxφ1c ＋4τ－σσ ＋σσ
2

1
  

ここで、 

σ1cφ＝σφ1＋σφ31＋σφ31'＋σφ51 

σ1cx＝σx1＋σx2＋σx31＋σx31'＋σx51＋σx6 

（SRSS法） 

(a) 長手方向地震が作用した場合 

σ1ℓ＝     22

x1φ1x1φ1 ＋4τ－σσ ＋σσ
2

1
   

ここで、 

σ1ℓφ＝σφ1＋σφ31＋ 2
φ31

2
φ421φ411 'σ）＋σ(σ   

σ1ℓx＝σx1＋σx2＋σx31＋    2x31x6

2

x43x421x411 'σσ＋σ＋σσ   

(b) 横方向地震が作用した場合 

σ1c＝     2c2

1cxφ1c1cxφ1c ＋4τ－σσ ＋σσ
2

1
  

ここで、 

σ1cφ＝σφ1＋σφ31＋
2

φ31

2

φ51 'σσ   

σ1cx＝σx1＋σx2＋σx31＋  2x31x6

2

x51 '＋σσσ   

したがって、胴に生じる一次応力の最大値は、 

σ1＝Max(σ1ℓ,σ1c) 

で表される。 
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b. 地震動のみによる一次応力と二次応力の和 

(a) 鉛直地震動のみによる応力成分 

P'＝ R
g

aV  

σφ31'＝ 

















em

＊

m

φ

tr

P'

rP'

N
 

σx31'＝ 

















em

＊

m

x

tr

P'

rP'

N
 

σφ32'＝ 




















2

e

＊

φ

t

6P'

P'

M
 

σx32'＝ 




















2

e

＊

x

t

6P'

P'

M
 

(b) 長手方向地震が作用した場合 

（絶対値和） 

σ2ℓ＝     22

x2φ2x2φ2 ＋4τ－σσ＋σσ
2

1
   

ここで、 

σ2ℓφ＝σφ31'＋σφ32'＋σφ411＋σφ421＋σφ412＋σφ422 

σ2ℓx＝σx31'＋σx32'＋σx411＋σx421＋σx412＋σx422＋σx43＋σx6 

（SRSS法） 

σ2ℓ＝     22

x2φ2x2φ2 ＋4τ－σσ＋σσ
2

1
   

ここで、 

σ2ℓφ＝
2

φ422φ421φ412φ411
2

φ32φ31 ）＋σ＋σ＋σ＋(σ）'＋σ'(σ  

σ2ℓx＝
2

x43x422x421x412x411
2

x6x32x31 ）＋σ＋σ＋σ＋σ＋(σ）＋σ'＋σ'(σ  
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(c) 横方向地震が作用した場合 

（絶対値和） 

σ2c＝     2c2

2cxφ2c2cxφ2c ＋4τ－σσ＋σσ
2

1
  

ここで、 

σ2cφ＝σφ31'＋σφ32'＋σφ51＋σφ52 

σ2cx＝σx31'＋σx32'＋σx51＋σx52＋σx6 

（SRSS法） 

σ2c＝     2c2

2cxφ2c2cxφ2c ＋4τ－σσ＋σσ
2

1
  

ここで、 

σ2cφ＝
2

φ52φ51
2

φ32φ31 ）＋σ＋(σ）'＋σ'(σ  

σ2cx＝
2

x52x51
2

x6x32x31 ）＋σ＋(σ）＋σ'＋σ'(σ  

したがって、胴に生じる一次＋二次応力の最大値は、 

σ2＝Max(σ2ℓ,σ2c) 

で表される。 
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3.1.5 脚の応力計算 

(1) 長手方向地震が作用した場合 

a. 運転時質量による応力 

σs1＝
s

s

A

g＋m
g

R









 

b. 鉛直地震動による応力 

σs1'＝
s

Vs

A

a＋m
g

R









 

c. 曲げ、圧縮応力 

σs2＝
ssy

1

A

P

Z

M
   

ここで、 

(a) 2脚支持横置円筒形の場合 

Mℓ1＝
2

1
m0･aH･h1 

ただし、脚下端が単純支持の場合は係数1/2を1に置き換えるも

のとする。 

(b) 3脚支持横置円筒形の場合 

Mℓ1＝
6

1
m0･aH･h1 

d. せん断応力 

(a) 2脚及び3脚支持横置円筒形の場合 

τs2＝
s3

H0

A

am 
 

e. 組合せ応力 

（絶対値和） 

σsℓc＝   2

s2

2

s2s1s1 ＋3τ＋σ'＋σσ  

（SRSS法） 

σsℓc＝
2

s2

2
2

s2
2

s1s1 ＋3τσ'σ＋σ 
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f. 圧縮と曲げの組合せについて、座屈評価用の値を次式により求める。 

b

sb

c

sc

1.5f

σ
＋

1.5f

σ
 

ここで、 

σsc＝σs1＋σs1' 

σsb＝σs2－
sA　

P  

で表される。 

 

(2) 横方向地震が作用した場合 

a. 曲げ応力 

σs3＝
sx

2Hs

Z

ha ＋m
g

R










 

b. せん断応力 

τs3＝
s4

Hs

A

a ＋m
g

R









 

c. 組合せ応力 

（絶対値和） 

σscc＝   2

s3

2

s3s1s1 ＋3τ＋σ'＋σσ  

（SRSS法） 

σscc＝
2

s3

2
2

s3
2

s1s1 ＋3τ＋σ'σ＋σ 




  

したがって、脚に生じる組合せ応力の最大値は、 

σs＝Max(σsℓc,σscc) 

で表される。 

d. 圧縮と曲げの組合せについて、座屈評価用の値を次式により求める。 

bc

sb

c

sc

1.5f

σ
＋

1.5f

σ
 

ここで、 

σsc＝σs1＋σs1’ 

σsb＝σs3 

で表される。 
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3.1.6 基礎ボルトの応力計算 

(1)長手方向地震が作用した場合 

脚底面に働くモーメントは、 

(a) 2脚支持横置円筒形の場合 

Mℓ1＝
2

1
m0･aH･h1 

ただし、脚下端が単純支持の場合は係数1/2を1に置き換えるものと

する。 

(b) 3脚支持横置円筒形の場合 

Mℓ1＝
6

1
m0･aH･h1 

 

(2) 基礎ボルトに生じる引張力（横方向地震が作用した場合） 

脚底面に働くモーメントは、 

Mc1＝ 2Hs ha＋m
g

R









 

鉛直荷重は、 

Ps1＝ 







s＋m

g

R
(g－aV) 

モーメントと圧縮荷重の比を 

e2＝Mc1/Ps1 

とすると、e2が負の場合及び 

e2＞
3

d
＋

6

b 2  

の時、基礎ボルトに引張力が生じる。 

 

a. 基礎ボルトが長手方向から見て2列の場合 

(1)項と同様にして、基礎ボルトに生じる引張応力は以下の式により

求まる。 

X2
3＋3 









2

b
－e2 X2

2－
a

nAs6 2b 








22 －d

2

b
＋e (b－d2－X2)＝0 

Fbc＝

3

X
－d－b

3

X
＋

2

b
－eP

2
2

2
2s1 









 

σbc＝
b2

bc

An

F
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b. 基礎ボルトが長手方向から見て4列の場合 

荷重の関係図を第3-6図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第3-6図 基礎ボルトが長手方向から見て4列の場合の横方向地震によって基礎部に作

用する外荷重より生じる荷重の関係図 

 

f(x)＝X3－3 







2－e

2

b
･X2＋   X＋2e－db－d

a

nA6s
232

2b 
 

     3223322 －d2b－d－e－d
2

b
　b－d－－d

2

b
　b－d－ 
















 

の式から、 

f(d3)＞0かつf(b－d3)＜0、又は 

f(d3)＜0かつf(b－d3)＞0 

のとき、中立軸X3及び基礎ボルトに生じる引張応力は以下の式により

求まる。 

X3
3－3 








2－e

2

b
･X3

2＋  
3232

2b Xe＋2d－d－b
a

nAs6 
－   








22 d－

2
b d－b  

    ＝0－d2b－d－e－d
2

b
　b－d－ 32233












  

Fbc＝
  
  b2332

2

3

b232s1

An－2X－d2b－d－2sXa

An－Xb－d2s P




 

σbc＝
b2

bc

An

F


 

条件式 

a 

b 

Mc1 

 
d3 

e2 

Ps1 

X3 

d2 
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なお、条件式を満たさない場合は、中立軸X4及び基礎ボルトに生じる

引張応力は以下の式により求まる。 

X4
3＋3 









2

b
－e2 ･X4

2－
a

nAs6 2b 








22 －d

2

b
＋e (b－d2－X4)＝0 

Fbc＝

3

X
－d－b

3

X
＋

2

b
－eP

4
2

4
2s1 









 

σbc＝
b2

bc

An

F


 

したがって、基礎ボルトに生じる引張応力の最大値は、 

σb＝Max(σbℓ,σbc) 

で表される。 

 

(3) 基礎ボルトに生じるせん断応力 

(a) 2脚支持横置円筒形の場合 

  長手方向地震が作用した場合 

τbℓ＝
b

H0

An

am




 

  横方向地震が作用した場合 

τbc＝
b

sH

An

＋m
g

R
a












 

したがって、基礎ボルトに生じるせん断応力の最大値は、 

τb＝Max(τbℓ,τbc) 

  で表される。 

 

(b) 3脚支持横置円筒形の場合 

b

H0
b

A3n

am
＝τ




 

 

3.1.7 ベースプレートと据付面の摩擦力の確認 

(1) ベースプレートの据付面の摩擦力 

 )(g－an＋mF＝μF V0fμ   

(2) 水平地震力 

H0H a＝mF   

(3) (1)、(2)の計算結果に基づき、Fμ≧FHであること。 
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3.2 疲労評価 

地震動のみによる一次＋二次応力の変動範囲が2Syを超えた場合に評価を行う。 

許容応力を超える場合は弾塑性解析を行う。この場合、JSME S NC1-2005/2007 

PVB-3300（同PVB-3313を除く。）の簡易弾塑性解析を用いる。 
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4. 参考文献 

以下に本評価方針に用いる参考文献を示す。 

 

参考文献(1) 

Wichman, K.R. et al.:Local Stress in Spherical and Cylindrical Shells due 

to External Loadings, Welding Research Council bulletin, March 1979 revision 

of WRC bulletin 107/August 1965. 

 

参考文献(2) 

Stresses in Large Horizontal Cylindrical Pressure Vessels on Two Saddle 

Supports, Welding Research Supplement, Sep.1951. 
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5. 記載する数値に関する注意事項及び耐震計算書のフォーマット 

(1) 各々の耐震計算書において計算結果がいくつかあるもの、たとえば、容器類の

基礎ボルトの引張応力が基礎ボルトの配置によって異なる場合、計算結果の最

も厳しいもの一つを選択して記載する。 

 

(2) 引張応力及びせん断力が作用しない場合の基礎ボルトの引張応力、せん断応力

は、計算結果表の記入欄には  ―  として記載する。 

 

(3) 個別耐震計算書のフォーマットは、次のとおりである。 

FORMAT-Ⅰ 横置円筒形容器（2脚支持） 

FORMAT-Ⅱ 横置円筒形容器（3脚支持） 

 

次にFORMAT-Ⅰ～Ⅱの耐震計算書のフォーマットを示す。 
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 ○○の耐震計算書 

1. 設計条件 

 機器等の区分 耐震重要度分類 設備分類 

据付場所 

及び床面高さ 

（m） 

構造概要 

評価用圧力Pr（MPa） 評価用温度（℃） 
液体の比重 

ρ 
      

胴板 支持脚 基礎ボルト 胴板 支持脚 基礎ボルト 

設計基準対象施設             

重大事故等対処施設             

 

2. 設計用加速度 

減衰定数 

（％） 

固有周期 

T（s） 

弾性設計用地震動Sd又は静的加速度 基準地震動Ss 

動的加速度（m/s2） 静的加速度（m/s2） 設計用加速度（m/s2） 設計用加速度（m/s2） 

水平 鉛直 水平 鉛直 水平 鉛直 水平 鉛直 

          

 

3. 機器要目 

m0 

（kg） 

ms 

（kg） 

Di 

（mm） 

t 

（mm） 

te 

（mm） 

ℓ0 

（mm） 

h1 

（mm） 

h2 

（mm） 

C1 

（mm） 

C2 

（mm） 

          

 

Ix 

（mm4） 

Iy 

（mm4） 

Zsx 

（mm3） 

Zsy 

（mm3） 

θ0 

（rad） 

As 

（mm2） 

Es 

（MPa） 

Gs 

（MPa） 

AS1 

（mm2） 

As2 

（mm2） 

As3 

（mm2） 

As4 

（mm2） 

            

 

s 

（－） 

n 

（－） 

n1 

（－） 

n2 

（－） 

a 

（mm） 

b 

（mm） 

Ab 

（mm2） 

d1 

（mm） 

d2 

（mm） 

d3 

（mm） 

      
 

（M ） 
   

 

評価部材 Sy（MPa） Su（MPa） S（MPa） F（MPa） F＊（MPa） 

胴板      

支持脚      

基礎ボルト      

FORMAT-Ⅰ 
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4. 結論 

4.1 摩擦力と水平地震力の比較 

 弾性設計用地震動Sd又は静的加速度 基準地震動Ss 

摩擦力 
F（N） 

  

水平地震力 
FH（N） 

  

評価結果   

 

4.2 設計基準対象施設としての評価結果（D＋PD＋MD＋Sd）（D＋PD＋MD＋Ss）                                       （単位：MPa） 

評価部材 材料 応力 
弾性設計用地震動Sd又は静的加速度 基準地震動Ss 

評価応力（注1） 許容応力 評価応力（注1） 許容応力 

胴板  

一次一般膜 σ0 ＝ S0 ＝ σ0＝ S0 ＝ 

一次 σ1 ＝ SⅠ＝ σ1＝ SⅠ＝ 

一次＋二次 σ2 ＝ SⅡ＝ σ2＝ SⅡ＝ 

支持脚  

組合せ σs＝ 1.5ft＝ σs＝ 1.5ft
＊＝ 

圧縮と曲げの組合せ 

（座屈の評価）（注2） 

1≦
1.5f

σ
＋

1.5f

σ

b

sb

c

sc  1≦
1.5f

σ
＋

1.5f

σ
＊

b

sb

＊

c

sc  

  

基礎ボルト  

引張 σb＝ 1.5ft＝ σb＝ 1.5ft
＊＝ 

せん断 τb＝ 1.5fs＝ τb＝ 1.5fs
＊＝ 

組合せ σb＝ 1.5fts＝ σb＝ 1.5fts
＊＝ 

（注1） 水平方向と鉛直方向の応力の組合せは、SRSS法を適用した結果を示す。 

（注2） 単位なし。（注記は必要に応じて記載する。） 

評価応力はすべて許容応力以下である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMAT-Ⅰ 
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4.3 重大事故等対処施設としての評価結果（D＋PSAD＋MSAD＋Ss）                   （単位：MPa） 

評価部材 材料 応力 
基準地震動Ss 

評価応力（注1） 許容応力 

胴板  

一次一般膜 σ0＝ S0 ＝ 

一次 σ1＝ SⅠ＝ 

一次＋二次 σ2＝ SⅡ＝ 

支持脚  

組合せ σs＝ 1.5ft
＊＝ 

圧縮と曲げの組合せ 

（座屈の評価）（注2） 

1≦
1.5f

σ
＋

1.5f

σ
＊

b

sb

＊

c

sc  

 

基礎ボルト  

引張 σb＝ 1.5ft
＊＝ 

せん断 τb＝ 1.5fs
＊＝ 

組合せ σb＝ 1.5fts
＊＝ 

（注1） 水平方向と鉛直方向の応力の組合せは、SRSS法を適用した結果を示す。 

（注2） 単位なし。（注記は必要に応じて記載する。） 

評価応力はすべて許容応力以下である。 

FORMAT-Ⅰ 
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○○の耐震計算書 

1. 設計条件 

 機器等の区分 耐震重要度分類 設備分類 

据付場所 

及び床面高さ 

（m） 

構造概要 

評価用圧力Pr（MPa） 評価用温度（℃） 
液体の比重 

ρ 
      

胴板 支持脚 基礎ボルト 胴板 支持脚 基礎ボルト 

設計基準対象施設             

重大事故等対処施設             

 

2. 設計用加速度 

減衰定数 

（％） 

固有周期 

T（s） 

弾性設計用地震動Sd又は静的加速度 基準地震動Ss 

動的加速度（m/s2） 静的加速度（m/s2） 設計用加速度（m/s2） 設計用加速度（m/s2） 

水平 鉛直 水平 鉛直 水平 鉛直 水平 鉛直 

          

 

3. 機器要目 

m0 

（kg） 

ms 

（kg） 

Di 

（mm） 

t 

（mm） 

te 

（mm） 

ℓ0 

（mm） 

h1 

（mm） 

h2 

（mm） 

C1 

（mm） 

C2 

（mm） 

          

 

Ix 

（mm4） 

Iy 

（mm4） 

Zsx 

（mm3） 

Zsy 

（mm3） 

θ0 

（rad） 

As 

（mm2） 

Es 

（MPa） 

Gs 

（MPa） 

As1 

（mm2） 

As2 

（mm2） 

As3 

（mm2） 

As4 

（mm2） 

            

 

s 

（－） 

n 

（－） 

n1 

（－） 

n2 

（－） 

a 

（mm） 

b 

（mm） 

Ab 

（mm2） 

d1 

（mm） 

d2 

（mm） 

d3 

（mm） 

      
 

（M ） 
   

 

評価部材 Sy（MPa） Su（MPa） S（MPa） F（MPa） F＊（MPa） 

胴板      

支持脚      

基礎ボルト      

FORMAT-Ⅱ 
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4. 結論 

4.1 摩擦力と水平地震力の比較 

 弾性設計用地震動Sd又は静的加速度 基準地震動Ss 

摩擦力 

F（N） 
  

水平地震力 

FH（N） 
  

評価結果   

 

4.2 設計基準対象施設としての評価結果（D＋PD＋MD＋Sd）（D＋PD＋MD＋Ss）                                       （単位：MPa） 

評価部材 材料 応力 
弾性設計用地震動Sd又は静的加速度 基準地震動Ss 

評価応力（注1） 許容応力 評価応力（注1） 許容応力 

胴板  

一次一般膜 σ0＝ S0 ＝ σ0＝ S0 ＝ 

一次 σ1＝ SⅠ＝ σ1＝ SⅠ＝ 

一次＋二次 σ2＝ SⅡ＝ σ2＝ SⅡ＝ 

支持脚  

組合せ σs＝ 1.5ft＝ σs＝ 1.5ft
＊＝ 

圧縮と曲げの組合せ 

（座屈の評価）（注2） 

1≦
1.5f

σ
＋

1.5f

σ

b

sb

c

sc  1≦
1.5f

σ
＋

1.5f

σ
＊

b

sb

＊

c

sc  

  

基礎ボルト  

引張 σb＝ 1.5ft＝ σb＝ 1.5ft
＊＝ 

せん断 τb＝ 1.5fs＝ τb＝ 1.5fs
＊＝ 

組合せ σb＝ 1.5fts＝ σb＝ 1.5fts
＊＝ 

（注1） 水平方向と鉛直方向の応力の組合せは、SRSS法を適用した結果を示す。 

（注2） 単位なし。（注記は必要に応じて記載する。） 

評価応力はすべて許容応力以下である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMAT-Ⅱ 
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4.3 重大事故等対処施設としての評価結果（D＋PSAD＋MSAD＋Ss）                   （単位：MPa） 

評価部材 材料 応力 
基準地震動Ss 

評価応力（注1） 許容応力 

胴板  

一次一般膜 σ0＝ S0 ＝ 

一次 σ1＝ SⅠ＝ 

一次＋二次 σ2＝ SⅡ＝ 

支持脚  

組合せ σs＝ 1.5ft
＊＝ 

圧縮と曲げの組合せ 

（座屈の評価）（注2） 

1≦
1.5f

σ
＋

1.5f

σ
＊

b

sb

＊

c

sc  

 

基礎ボルト  

引張 σb＝ 1.5ft
＊＝ 

せん断 τb＝ 1.5fs
＊＝ 

組合せ σb＝ 1.5fts
＊＝ 

（注1） 水平方向と鉛直方向の応力の組合せは、SRSS法を適用した結果を示す。 

（注2） 単位なし。（注記は必要に応じて記載する。） 

評価応力はすべて許容応力以下である。 

 

 

FORMAT-Ⅱ 
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1. 概要 

本資料は、資料17-1「耐震設計の基本方針」のうち「10. 耐震計算の基本方針」に基

づき、耐震性に関する説明書で求められている横置ポンプが、十分な耐震性を有してい

ることを確認するための耐震計算の方法について記載したものである。 

解析の方針、横置ポンプのモデル化及び減衰定数については、資料17-6「地震応答解

析の基本方針」に従うものとする。 
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2. 評価条件 

2.1 基本事項 

2.1.1 耐震計算の条件 

横置ポンプの耐震計算を行う場合、以下の条件に従うものとする。 

 

(1) 横置ポンプの耐震計算モデルは1質点系モデルとし、横置ポンプの重心

位置に地震荷重が作用するものとする。また、横置ポンプはJEAG4601に

従い剛として評価を行う。計算モデルを第3-1図及び第3-2図に示す。 

 

(2) 水平方向地震並びに横置ポンプ振動による水平力は、横置ポンプ台板と

基礎コンクリート面との摩擦力によって基礎コンクリートに伝達させ

るものとする。また、横置ポンプを横置ポンプ台板に取り付ける場合、

水平方向地震による水平力は、横置ポンプと横置ポンプ台板との摩擦力

によって剛に設置された支持脚に伝達させるものとする。したがって、

基礎ボルト及び取付ボルトにはせん断力は作用しないものとし、横置ポ

ンプ台板と基礎コンクリート面との摩擦力及び横置ポンプと横置ポン

プ台板との摩擦力が水平地震力以上であることを確認する。なお、この

評価で満足しない場合は、せん断力の評価を実施して確認する。 

 

(3) 計算に用いる寸法は、公称値を使用する。計算は適切な裕度を持った許

容値を使用することで実施しており、公称値を用いることで問題ない。 

 

(4) 水平方向と鉛直方向の地震動による応力の組合せは、安全側に絶対値和

の評価とする。 

 

(5) 設計用加速度は、資料17-7「設計用床応答曲線の作成方針」に基づき設

定する。横置ポンプは剛として扱うため、横置ポンプの設計用加速度は

最大床加速度の1.2倍の値を用いて評価を行う。 
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2.2 評価対象部位 

評価対象部位及び評価内容を第2-1表に示す。 

 

第2-1表 評価対象部位及び評価内容 

評価部位 引張・せん断 摩擦力 

基礎ボルト ○ ○ 

横置ポンプ取付ボルト ○ ○ 

原動機取付ボルト ○ ○ 

 

なお、ポンプ耐圧部の評価については、その出入口配管近傍にサポートを設置し、

外荷重を制限していることから評価対象外とする。 
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3. 耐震計算方法 

(1) 記号の説明 

横置ポンプの耐震計算に使用する記号を第3-1表に示す。 

 

第3-1表 記号の説明 

記号 記   号   の   説   明 単位 

Ab 基礎ボルト及び取付ボルトの軸断面積 mm2 

kn n列のボルト本数 － 

Xn 転倒支点からn列までの距離 mm 

aH 設計用水平加速度 m/s2 

aP 回転体振動による加速度 m/s2 

aV 設計用鉛直加速度 m/s2 

F JSME S NC1-2005/2007 SSB-3121.1(1)により規定される値 MPa 

F' 摩擦力 N 

FH 水平地震力 N 

Ff 基礎ボルト及び取付ボルトの締付力 N 

ft 許容引張応力 支持構造物（ボルト等除く）に対しては、JSME S 

NC1-2005/2007 SSB-3121.1(1)により規定される値。ボルト等に対

しては、JSME S NC1-2005/2007 SSB-3131(1)により規定される値 

MPa 

g 重力加速度（g＝9.80665） m/s2 

h 据付面から重心までの高さ mm 

p 回転体の許容振幅（両振幅） μm 

P 原動機出力 kW 

R 原動機同期回転速度 min-1 

L 重心とボルト間の水平方向距離 mm 

ℓ 支点としている基礎ボルト及び取付ボルトより最大引張応力がか

かる基礎ボルト及び取付ボルトまでの距離 
mm 

m 機器の運転時質量 kg 

MP 回転体回転により働くモーメント N･mm 

N 引張力の作用する基礎ボルト及び取付ボルトの評価本数 － 

n 基礎ボルト及び取付ボルトの総本数 － 

σbt 基礎ボルト及び取付ボルトの最大引張応力 MPa 

τbs 基礎ボルト及び取付ボルトの最大せん断応力 MPa 

μ 摩擦係数 

機器台板と基礎コンクリート面との摩擦係数…0.4 

機器台板と機器との接合面との摩擦係数………0.3 

－ 
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3.1 基礎ボルト及び取付ボルトの応力計算 

 m･(aH＋ap)

転倒方向

転倒支点

 
L

  m･(g－av－aP)

ｈ

転倒方向

転倒支点

 
L

 MP
 m･(aH＋aP)

　m･(g-av-aP)
ｈ

ℓ ℓ

【軸（長辺）方向転倒】 【軸直角（短辺）方向転倒】

 

第3-1図 計算モデル 
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(1) 引張応力 

ボルトに対する引張力は最も厳しい条件として、ボルトを支点とする転倒を

考え、これを片側のボルトで受けるものとして計算する。 

なお、回転体回転によるモーメント（注1）は、回転体と原動機のベースが共通

の場合の基礎ボルト及び転倒方向が軸方向の場合の基礎ボルト及び取付ボル

トには作用しない。 

発生する引張応力は、モーメントの釣り合いにより次式となる。 

 

   




b

pvppH
bt

AN

L－ag－a－mh＋M＋aam
＝σ   

 

（注1） 6
P 10

R2π

60P
＝M 


 

 

 

重心位置が転倒支点から引張力の作用するボルト方向の反対側にある場合

（第3-2図参照）は、次式にて引張応力を計算する。また、その際に（L）は、

負の符号とする。 

 

   




b

PVPPH
bt

AN

Laag－mh＋M＋aam
＝σ   
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h

転倒方向

転倒支点

 (L)

　m･(aH＋aP)

　 m･(g+av+aP)

ℓ

 

第3-2図 計算モデル（軸方向転倒、ボルト間に重心がない場合） 

 

ここで、aPは回転体振動による振幅及び原動機の同期回転速度を考慮して定

める値（注2）である。 

 

（注2） 
2

10p

60

R
2π＝a

-62

P











  

 

(2) せん断応力 

ボルトに対するせん断力は、ボルト全数で受けるものとして計算する。 

 

b

PH
bS

An

)＋a(am
＝τ
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3.2 機器台板と基礎コンクリート面との摩擦力及び機器台板と機器の接合面との摩

擦力の確認 

(1) 機器台板と基礎コンクリート面との摩擦力及び機器台板と機器の接合面と

の摩擦力 

機器台板と基礎コンクリート面との摩擦力及び機器台板と機器の接合面と

の摩擦力F'を次の式により求め、各ボルト位置に作用する水平地震力FHと比較

する。 

 

  PVf －ag－an＋mFμ＝F '  

btf Af0.8＝F   

2

F
＝ft  

 

(2) 水平方向地震並びに横置ポンプ振動による水平方向荷重 

)＋a(am＝F PHH   

 

(3) 上記(1)及び(2)項の算定結果に基づき、下記の評価を実施する。 

(a) F'≧FHの場合 

基礎ボルトあるいは取付ボルトにせん断力は発生しない。 

 

(b) F'＜FHの場合 

基礎ボルトあるいは取付ボルトにせん断力が発生する。発生応力が許容

応力以下であることを確認する。また、JSME S NC1-2005/2007 SSB-3133に

基づく引張応力とせん断応力との組合せ応力評価を実施し、次式を満たす

ことを確認する。 

 *tbs

*

tbt 1.5ｆ，－1.6τ1.5ｆ1.4min≦σ   
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4. 動的機能の維持評価 

評価用加速度と機能確認済加速度との比較により、地震時又は地震後の動的機能を

評価する。 

なお、評価用加速度は資料17-7「設計用床応答曲線の作成方針」に示す設置床面の最

大床加速度とする。 

機能確認済加速度は、資料17-9「機能維持の基本方針」による。 

なお、この適用形式を外れる場合は、加振試験等に基づき確認した加速度を用いるこ

ととし、個別計算書に、その旨、記載する。 

 

 

5. 記載する数値に関する注意事項及び耐震計算書のフォーマット 

(1) 各々の耐震計算において計算結果がいくつかあるもの、例えば、横置ポンプの基

礎ボルトの引張応力が基礎ボルトの配置によって異なる場合、計算結果の最も

厳しいもの一つを選択して記載する。 

 

(2) 引張力及びせん断力が作用しない場合の基礎ボルトの引張応力、せん断応力は、

計算結果表の記入欄には  ―  として記載する。 

 

(3) 次に耐震計算のフォーマットを示す｡ 
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○○ポンプの耐震計算書 

1. 設計条件 

 機器等の区分 耐震重要度分類 設備分類 

据付場所及び 

床面高さ 

（m） 

ボルト配置状態 

評価用温度（℃） 

 

基礎ボルト ポンプ取付ボルト 原動機取付ボルト 

設計基準対象施設         

重大事故等対処施設         

 

2. 設計用加速度 

減衰定数 

（％） 

設計用加速度（m/s2） 
回転体振動による 

加速度 aP 

（m/s2） 

回転体回転により働く 

モーメント MP 

（N･mm） 

弾性設計用地震動Sd 

又は静的加速度 
基準地震動Ss 

水平aH 鉛直aV 水平aH 鉛直aV 

       

 

3. 機器要目 

評価部位 
m 

（kg） 

h 

（mm） 

Ab 

（mm2） 

n 

（－） 

N 

（－） 

L 

（mm） 

ℓ 

（mm） 
 

P 

（kW） 

R 

（min-1） 

p 

（μm） 

基礎ボルト            

ポンプ取付ボルト            

原動機取付ボルト            
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4. 結論 

4.1 摩擦力と水平地震力の比較 

 弾性設計用地震動Sd又は静的加速度 基準地震動Ss 

評価部位 基礎ボルト 
ポンプ 

取付ボルト 

原動機 

取付ボルト 
基礎ボルト 

ポンプ 

取付ボルト 

原動機 

取付ボルト 

摩擦力F'（N）       

水平地震力FH（N）       

評価結果       

 

4.2 設計基準対象施設としての評価結果（D＋PD＋MD＋Sd）（D＋PD＋MD＋Ss）                                        （単位：MPa） 

評価部位 材 料 応 力 

弾性設計用 

地震動Sd又は 

静的加速度 

基準地震動Ss 

応 力 

弾性設計用 

地震動Sd又は 

静的加速度 

基準地震動Ss 

応 力 

弾性設計用 

地震動Sd又は 

静的加速度 

基準地震動Ss 

評価 

応力 

許容 

応力 

評価 

応力 

許容 

応力 

評価 

応力 

許容 

応力 

評価 

応力 

許容 

応力 

評価 

応力 

許容 

応力 

評価 

応力 

許容 

応力 

基礎ボルト  引 張     せん断     組合せ     

ポンプ取付ボルト  引 張     せん断     組合せ     

原動機取付ボルト  引 張     せん断     組合せ     

評価応力はすべて許容応力以下である。 

 

4.3 重大事故等対処施設としての評価結果（D＋PSAD＋MSAD＋Ss）                    （単位：MPa） 

評価部位 材 料 応 力 

基準地震動Ss 

応 力 

基準地震動Ss 

応 力 

基準地震動Ss 

評価 

応力 

許容 

応力 

評価 

応力 

許容 

応力 

評価 

応力 

許容 

応力 

基礎ボルト  引 張   せん断   組合せ   

ポンプ取付ボルト  引 張   せん断   組合せ   

原動機取付ボルト  引 張   せん断   組合せ   

評価応力はすべて許容応力以下である。 
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4.4 動的機能の評価結果               （単位：×9.8m/s2）   

 評価用加速度 機能確認済加速度 

ポンプ 
水平   

鉛直   

原動機 
水平   

鉛直   

評価用加速度はすべて機能確認済加速度以下である。 
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1. 概要 

本資料は、資料17-9「機能維持の基本方針」にて設定している構造強度及び機能維持

の設計方針に基づき非常用ガスタービン発電機制御盤が設計用地震力に対して十分な

構造強度及び電気的機能を有していることを説明するものである。その耐震評価は固

有値解析及び応力評価並びに機能維持評価により行う。 

非常用ガスタービン発電機制御盤は、重大事故等対処施設において常設耐震重要重

大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備に分類される。以下、この分類に応じた耐震

評価を示す。 

 

 

2. 基本方針 

2.1 構造の説明 

非常用ガスタービン発電機制御盤の構造計画を第2-1表に、構造図を第2-1図に示

す。 

 

第 2-1表 非常用ガスタービン発電機制御盤の構造計画 

設備名称 
計画概要 

説明図 
主体構造 支持構造 

非常用ガスタービン 

発電機制御盤 
自立閉鎖型 

盤を基礎ボル

トにて建屋の

床に据え付け

る。 

また、盤と基

礎を溶接にて

固定する。 

 

  

 

  

基礎ボルト 

非常用ガスタービン発電機制御盤 

基礎溶接部 床面 
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(単位 mm) 

 

第 2-1図 非常用ガスタービン発電機制御盤の構造図(1/3) 

 

  

(正面図) (側面図) 
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(後面) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:mm) 

(前面) 

 

第 2-1図 非常用ガスタービン発電機制御盤の構造図(2/3) 

  

<基礎溶接部> 
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(後面) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(前面) 

 

第 2-1図 非常用ガスタービン発電機制御盤の構造図(3/3) 

  

<基礎ボルト> 

(単位:mm) 
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2.2 評価方針 

非常用ガスタービン発電機制御盤の応力評価は、資料17-9「機能維持の基本方針」

にて設定した荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界に基づき、「2.1 構造の説明」

にて示す非常用ガスタービン発電機制御盤の部位を踏まえ「3. 耐震評価箇所」にて

設定する箇所において、「4. 固有値解析」で算出した固有振動数に基づく応力等が

許容限界内に収まることを、「5. 応力評価」にて示す方法にて確認することで実施

する。また、非常用ガスタービン発電機制御盤の機能維持評価は、同資料にて設定

した電気的機能維持の方針に基づき、地震時の応答加速度が電気的機能確認済加速

度以下であることを、「6. 機能維持評価」にて示す方法にて確認することで実施す

る。確認結果を「7. 評価結果」に示す。 

非常用ガスタービン発電機制御盤の耐震評価フローを第2-2図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第2-2図 非常用ガスタービン発電機制御盤の耐震評価フロー 

 

  

有限要素法モデルの作成 

解析モデル設定 

応力解析 

構造強度評価 

固有値解析 

設計用地震力 

電気的機能維持評価 

評価用加速度の算出 

地震力による応力 
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3. 耐震評価箇所 

非常用ガスタービン発電機制御盤の耐震評価は、耐震評価上厳しくなる基礎ボルト

及び基礎溶接部を選定して実施する。非常用ガスタービン発電機制御盤の耐震評価箇

所については、第 2-1表の説明図に示す。 
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4. 固有値解析 

4.1 基本方針 

(1) 盤を構成する鋼材をはり要素、鋼板をシェル要素としてモデル化した3次元

FEMモデルによる固有値解析を実施する。 

 

(2) 取付器具は、取付位置に質量要素として付加する。 

 

(3) 解析コードはMSC NASTRAN Ver.2008.0.4を用いる。なお、評価に用いる解析

コードMSC NASTRAN Ver.2008.0.4の検証及び妥当性確認等の概要については、

別紙「計算機プログラム（解析コード）の概要」に示す。 

 

(4) 拘束条件として、基礎ボルトをばね要素としてモデル化し、基礎側端部及び

基礎溶接部を固定する。 

 

(5) 耐震計算に用いる寸法は、公称値を使用する。 
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4.2 解析モデル及び諸元 

解析モデルを第 4-1図に、機器の諸元を第 4-1表に示す。 

 

 

 

第 4-1図 解析モデル 

 

  

 

X（左右方向）  

Y（前後方向）  

Z（上下方向）  

要素数：68,389 

節点数：61,863 

 



 

 
- 資 17-16-1-6-9 - 

 

第 4-1表 機器諸元 

項目 記号 単位 入力値 

材質 － － SS400 

質量 － kg 13,000 

温度条件(雰囲気温度) T ℃ 40 

縦弾性係数 E MPa 2.01×105 

ポアソン比 ν － 0.3 

要素数 － 個 68,389 

節点数 － 個 61,863 
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4.3 固有値 

非常用ガスタービン発電機制御盤の固有振動数を第 4-2表に、振動モード図を第

4-2図に示す。 

 

第 4-2表 固有値解析結果 

加振方向 
固有振動数 

(Hz) 

左右方向 37.0 

前後方向 50Hz以上 

上下方向 50Hz以上 
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第 4-2図 振動モード（左右方向 37.0Hz）  

 

上面

斜上

正面
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5. 応力評価 

5.1 基本方針 

(1) 応力計算モデルは、1質点系モデルとし、非常用ガスタービン発電機制御盤

の重心位置に地震荷重が作用するものとする。 

(2) 許容応力について、JSME S NC1-2005/2007の付録材料図表を用いて計算する

際に、温度が付録材料図表記載の中間の値の場合は、比例法を用いて計算す

る。 

ただし、比例法を用いる場合の端数処理は、小数第 1 位以下を切り捨てた値

を用いるものとする。 

 

5.2 荷重の組合せ及び許容応力 

5.2.1 荷重の組合せ及び許容応力状態 

非常用ガスタービン発電機制御盤の荷重の組合せ及び許容応力状態を第 5-1

表に示す。 

 

5.2.2 許容応力 

非常用ガスタービン発電機制御盤の許容応力を第 5-2表に示す。 

 

5.2.3 使用材料の許容応力 

非常用ガスタービン発電機制御盤の使用材料の許容応力を第 5-3表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

-
 
資

1
7
-1
6
-1
-
6-
1
3 

- 

 

第 5-1表 荷重の組合せ及び許容応力状態（重大事故等対処施設） 

施設区分 機器名称 設備分類(注 1) 機器等の区分 荷重の組合せ 許容応力状態 

非常用電源

設備 

非常用発

電設備 

非常用ガス

タービン発

電機制御盤 

常設耐震／防止 

常設／緩和 
－(注 2) 

D＋PD＋MD＋Ss(注 3) ⅣAS 

D＋PSAD＋MSAD＋Ss 

ⅤAS 

（ⅤASとしてⅣASの許

容応力を用いる。） 

(注 1)「常設耐震／防止」は常設耐震重要重大事故防止設備、「常設／緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。 

（注 2）その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力を適用する。 

（注 3）「D＋PSAD＋MSAD＋Ss」の評価に包絡されるため、評価結果の記載を省略する。 

 

 

 

 

  



 

 
- 資 17-16-1-6-14 - 

 

第 5-2表 許容応力（その他の支持構造物（重大事故等対処施設）） 

許容応力状態 

許容限界(注 1)(注 2) 

(ボルト以外) 

許容限界(注 2) 

(ボルト等) 

一次応力 一次応力 

引張 せん断 圧縮 曲げ 引張 せん断 

ⅣAS 

1.5ft
* 1.5fs

* 1.5fc
* 1.5fb

* 1.5ft
* 1.5fs

* 

ⅤAS 

（ⅤASとしてⅣAS

の許容応力を用

いる。） 

(注 1）「鋼構造設計基準 SI単位版」(2002年日本建築学会)等の幅厚比の制限を満足

される。 

(注 2)  応力の組合せが考えられる場合には、組合せ応力に対しても評価を行う。 

 

第 5-3表 使用材料の許容応力（重大事故等対処施設） 

部位 材料 
温度条件 

(℃) 

Sy 

(MPa) 

Su 

(MPa) 

F 

(MPa) 

F* 

(MPa) 

基礎溶接部 SS400 
雰囲気

温度 
40 

245 400 245 280 

基礎ボルト 
SS400 

(16mm<t<40mm) 
235 400 245 280 
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5.3 設計用地震力 

耐震計算に用いる入力地震力には、資料 17-7「設計用床応答曲線の作成方針」の

「2. 設計用床応答曲線の作成方針」にて設定した床応答の作成方針に基づき、第

5-4 表にて示す条件を用いて作成した設計用床応答曲線を用いる。また、減衰定数

は資料 17-6「地震応答解析の基本方針」の「3. 設計用減衰定数」に記載の減衰定

数を用いる。 

 

第 5-4表 設計用地震力 

地震動 

設置場所 

及び 

床面高さ 

（m） 

設計用床応答曲線 

備 考 
建屋 

及び高さ 

（m） 

方向 
減衰定数 

（%） 

基準地震動 

Ss 

非常用ガス

タービン発

電機建屋 

EL.32.7 

非常用ガス

タービン発

電機建屋 

EL.32.7 

水平 4.0 

水平方向はSs-1～3

のX方向及びY方向の

包絡曲線を用いる。

鉛直方向はSs-1～3

の包絡曲線を用い

る。 
鉛直 1.0 
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5.4 応力評価方法 

5.4.1 記号の説明 

記 号 説 明 単 位 

σ1、σ2 引張応力 MPa 

τ1、τ2 せん断応力 MPa 

fmax 最大応力 MPa 

m1 全体の質量(盤) kg 

G 重力加速度 m/s2 

αH 設計用加速度(左右) － 

αH’ 設計用加速度(前後) － 

αV 設計用加速度(鉛直) － 

H1 全体重心位置(鉛直)  (盤) mm 

L1 全体重心位置(左右) mm 

L1’ 全体重心位置(前後) mm 

L2 全体重心位置(左右) mm 

L2’ 全体重心位置(前後) mm 

N1 ボルト本数 本 

ℓ1 転倒支点からボルトまでの距離 mm 

ℓ2 転倒支点から溶接部までの距離 mm 

S1 ボルト呼び径断面積 mm2 

S2 溶接部の有効断面積 mm2 

A 溶接のど厚 mm 

(注)第5-1図の添字a、b、c、xはボルト列、第5-2図の添字a、b、c、d、e、nは溶接列を

示す。 
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5.4.2 基礎ボルトの計算モデル及び計算式 

基礎ボルトの引張力は、基礎ボルト端列を支点とし、各基礎ボルトに働く力は

支点からの距離に比例するものとしてモーメントの釣り合い式より求める。また、

計算式については、材料力学公式等に則り以下のとおりとする。 

計算モデル図を第5-1図に示す。 

 

 

H 1 (1－αＶ)・m1・g 

L 1 

αH・m1・g 

前後支点 

ℓ1a 
 

ℓ1b 
 

ℓ1c 
 

ℓ1d 
 

ℓ1e 
 

ℓ1f 
 

ℓ1g 
 

ℓ1h 
 

ℓ1i 
 

ℓ1j 
 

ℓ1k 
 

ℓ1ℓ 
 

ℓ1m 
 

ℓ1n 
 

ℓ1o 
 

ℓ1p 
 

ℓ1q 
 

ℓ1r 
ℓ1s 
 

ℓ1t 
 

ℓ1u 
 

ℓ1v 
 

ℓ1w 
 

重心 

L’ 

左右支点 

σ1w σ1v σ1u σ1t σ1s σ1r σ1q σ1p σ1o σ1n σ1m σ1ℓ σ1k σ1j σ1i σ1h σ1g σ1f σ1e σ1d σ1c σ1b 

σ1a 

 

σ1a 

σ1w σ1v σ1u σ1t σ1s σ1r σ1q σ1p σ1o σ1n σ1m σ1ℓ σ1k σ1j σ1i σ1h σ1g σ1f σ1e σ1d σ1c 
σ1b σ1a 

 

σ1a 

𝑁1a 

 

𝑁1b 

 

𝑁1C 

 

𝑁1d 

 

𝑁1e 

 

𝑁1f 

 

𝑁1g 

 

𝑁1h 

 

𝑁1i 

 

𝑁1j 

 

𝑁1k 

 

𝑁1ℓ 

 

𝑁1m 

 

𝑁1n 

 

𝑁1o 

 

𝑁1p 

 

𝑁1q 

 

𝑁1r 

 

𝑁1s 

 

𝑁1t 

 

𝑁1u 

 

𝑁1v 

 

𝑁1w 

 

ℓ1x 
 

ℓ1y 
 

ℓ1z 
 

 

第5-1図 ボルト配置概念図 
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(1)左右方向 

地震時の引張応力は、ボルト端列を支点とし各ボルト列応力が支点からの距

離に比例するとして、モーメントの釣り合い式より算出する。 

(N1a×σ
1a
×ℓ

1a
+N1b×σ

1b
×ℓ

1b
+N1c×σ

1c
×ℓ

1c
+N1d×σ

1d
×ℓ

1d
+N1e×σ

1e
×ℓ

1e
 

+N1f×σ
1f
×ℓ

1f
+N1g×σ

1g
×ℓ

1g
+N1h×σ

1h
×ℓ

1h
+N1i×σ

1i
×ℓ

1i
+N1j×σ

1j
×ℓ

1j
 

+N1k×σ
1k
×ℓ

1k
+N1ℓ×σ

1ℓ
×ℓ

1ℓ
+N1m×σ

1m
×ℓ

1m
+N1n×σ

1n
×ℓ

1n
+N1o×σ

1o
×ℓ

1o
 

+N1p×σ
1p
×ℓ

1p
+N1q×σ

1q
×ℓ

1q
+N1r×σ

1r
×ℓ

1r
+N1s×σ

1s
×ℓ

1s
+N1t×σ

1t
×ℓ

1t
 

+N1u×σ
1u
×ℓ

1u
+N1v×σ

1v
×ℓ

1v
+N1w×σ

1w
×ℓ

1w
)S1  

= m1αH
 g×H1-m1(1-α

V
) g×L1 ……①  

 

σ
1a

ℓ
1a

=
σ

1b

ℓ
1b

=
σ

1c

ℓ
1c

=
σ

1d

ℓ
1d

=
σ

1e

ℓ
1e

=
σ

1f

ℓ
1f

=
σ

1g

ℓ
1g

=
σ

1h

ℓ
1h

=
σ

1i

ℓ
1i

=
σ

1j

ℓ
1j

=
σ

1k

ℓ
1k

=
σ

1ℓ

ℓ
1ℓ

=
σ

1m

ℓ
1m

=
σ

1n

ℓ
1n

 

  =
σ

1o

ℓ
1o

=
σ

1p

ℓ
1p

=
σ

1q

ℓ
1q

=
σ

1r

ℓ
1r

=
σ

1s

ℓ
1s

=
σ

1t

ℓ
1t

=
σ

1u

ℓ
1u

=
σ

1v

ℓ
1v

=
σ

1w

ℓ
1w

 

 

①、②式より 

 

σ
max

=σ
1a
=

ℓ･m1･g{α
H
･H1-(1-α

V
)･L1}

(N1a･ℓ1a
2
+N1b･ℓ1b

2
+N1c･ℓ1c

2
+N1d･ℓ1d

2
+N1e･ℓ1e

2
+N1f･ℓ1f

2

+N1g･ℓ1g
2
+N1h･ℓ1h

2
+N1i･ℓ1i

2
+N1j･ℓ1j

2
+N1k･ℓ1k

2
+N

1ℓ
･ℓ

1ℓ

2

+N1m･ℓ1m
2
+N1n･ℓ1n

2
+N1o･ℓ1o

2
+N1p･ℓ1p

2
+N1q･ℓ1q

2
+N1r･ℓ1r

2

+N1s･ℓ1s
2
+N1t･ℓ1t

2
+N1u･ℓ1u

2
+N1v･ℓ1v

2
+N1w･ℓ1w

2
)S1

  ……③  

 

せん断応力は以下の式より算出する。 

 

11

H1
1

SN

gαm
τ




  

  

……② 
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(2)前後方向 

左右方向と同様にモーメントの釣り合い式より算出する。 

 

(N1x×σ
1x
×ℓ

1x
+N1y×σ

1y
×ℓ

1y
+N1z×σ

1z
×ℓ

1z
)S1  

=m1･αH

'
･g･H1-m1･g(1-α

V
)･L1

' 

 

          σ
max

=σ
1x
=

m1･g {α
H

'
･H1-(1-α

V
)･L1

'}

(N1x･ℓ1x
2
+N1y･ℓ1y

2
+N1z･ℓ1z

2
)S1

 

 

せん断応力は以下の式より算出する。 

 

11

H1
1

SN

g'αm
τ
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5.4.3 基礎溶接部の計算モデル及び計算式 

基礎溶接部の引張応力は、盤の転倒により溶接部ののど面に加わる力を求め、

せん断応力は、盤へのせん断力により溶接部ののど面に加わる力を求める。ま

た、計算式については、材料力学公式等に則り以下のとおりとする。 

計算モデル図を第5-2図に示す。 

 

 

H1 (1－αＶ)・m1・g 
L2 

αH・m1・g 

ℓ2a 
ℓ2b 

ℓ2f 
ℓ2e 

重心 

L2’ 

ℓ2d 
ℓ2c 

σ2d σ2c σ2b 

ℓ2g 
ℓ2h 

ℓ2i 
ℓ2j 

ℓ2k 
ℓ2ℓ 

σ2e σ2f σ2g σ2h σ2i σ2j σ2k 

ℓ2m 

σ2ℓ σ2m σ2a 

 

第5-2図 基礎溶接部の配置概念図  
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 （1）左右方向 

盤の転倒による引張力により溶接部ののど面に加わる引張応力 

    
σ2

ℓ
2a

=
σ2(x)

x
 

  2V1H1 Lα1Hαgm   

=2 {∫ σ2(x)∙x∙adx+∫ σ2(x)∙x∙adx+∫ σ2(x)∙x∙adx
ℓ
2e

ℓ
2f

ℓ
2c

ℓ
2d

ℓ
2a

ℓ
2b

 

+∫ σ2(x)∙x∙adx+∫ σ2(x)∙x∙adx+∫ σ2(x)∙x∙adx
ℓ
2k

ℓ
2ℓ

ℓ
2i

ℓ
2j

ℓ
2g

ℓ
2h

 

+∫ σ2(x)∙x∙adx
ℓ
2m

0

} 

=
2∙σ2∙a

ℓ
2a

{∫ x2dx+∫ x2dx+∫ x2dx
ℓ
2e

ℓ
2f

ℓ
2c

ℓ
2d

ℓ
2a

ℓ
2b

+∫ x2dx
ℓ
2g

ℓ
2h

 

+∫ x2dx+∫ x2dx+∫ x2dx
ℓ
2m

0

ℓ
2k

ℓ
2ℓ

ℓ
2i

ℓ
2j

} 

                               =
2∙σ2∙a

3∙ℓ
2a

{(ℓ
2a

3
-ℓ

2b

3
) + (ℓ

2c

3
-ℓ

2d

3
) + (ℓ

2e

3
-ℓ

2f

3
) + (ℓ

2g

3
-ℓ

2h

3
) 

                                                 + (ℓ
2i

3
-ℓ

2j

3
)  + (ℓ

2k

3
-ℓ

2ℓ

3
) +ℓ

2m

3
} 

σ
2
=

3・ℓ
2a
・m1・g{α

H
・H1-(1-αV

)L2}

2・a {(ℓ
2a

3
-ℓ

2b

3
) + (ℓ

2c

3
-ℓ

2d

3
) + (ℓ

2e

3
-ℓ

2f

3
)+ (ℓ

2g

3
-ℓ

2h

3
) + (ℓ

2i

3
-ℓ

2j

3
) + (ℓ

2k

3
-ℓ

2ℓ

3
) +ℓ

2m

3
}
 

盤へのせん断力により溶接部ののど面に加わるせん断応力 

2

H1
2

S

gαm
τ


  

左右方向の振動により、溶接部に加わるせん断応力が最大となるのは、

上記σ2とτ2が同時に加わった場合であるから、左右方向に発生する最大

応力は次式で表せる。 

2
2

2
2max τσf   
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（2）前後方向 

盤の転倒による引張力により溶接部ののど面に加わる引張応力 

      m
1
∙g{αH'∙H1-(1-αV)L2'}=σ2'

S2
2
ℓ
2n

 

         σ2'=
2∙m1∙g

S2∙ℓ2n

{αH'∙H1-(1-αV)L2'} 

 

盤へのせん断力により溶接部ののど面に加わるせん断応力 

2

H1
2
'

S

g'αm
τ


  

 

前後方向の振動により、溶接部に加わるせん断応力が最大となるのは、

上記σ2
’とτ2

’が同時に加わった場合であるから、前後方向に発生する最

大の応力は次式で表せる。 

2
2
'2

2
'

max τσf   
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5.5 応力評価条件 

5.5.1 支持構造物の応力評価条件 

(1) 基礎ボルト 

項目 記号 単位 数値 

機器質量(盤) m1 kg 13,000 

重力加速度 g m/s2 9.80665 

基礎ボルト支点から機器重心までの左右方向の距離 L1 mm 3,675 

基礎ボルト支点から機器重心までの前後方向の距離 L1’ mm 918 

基礎ボルト本数（左右方向） N1 本 72 

基礎ボルト本数（前後方向） N1’ 本 72 

基礎ボルトの断面積（M20） S1 mm２ 314 

支点からの基礎ボルト距離（左右方向） 

ℓ1a mm 7,250 

ℓ1b mm 6,900 

ℓ1c mm 6,550 

ℓ1d mm 6,200 

ℓ1e mm 6,050 

ℓ1f mm 5,635 

ℓ1g mm 5,215 

ℓ1h mm 4,800 

ℓ1i mm 4,650 

ℓ1j mm 4,235 

ℓ1k mm 3,815 

ℓ1ℓ mm 3,400 

ℓ1m mm 3,250 

ℓ1n mm 2,835 

ℓ1o mm 2,415 

ℓ1p mm 2,000 

ℓ1q mm 1,850 

ℓ1r mm 1,570 

ℓ1s mm 1,280 

ℓ1t mm 1,000 

ℓ1u mm 850 

ℓ1v mm 570 

ℓ1w mm 280 

支点からのボルト距離（前後方向） 

ℓ1x mm 1,800 

ℓ1y mm 1,125 

ℓ1z mm 475 

機器重心高さ H1 mm 1,100 
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(2) 溶接部 

項目 記号 単位 数値 

機器質量（盤） m1 kg 13,000 

重力加速度 g m/s2 9.80665 

溶接部支点から機器重心までの左右方向の距離 L2 mm 3,743.5 

溶接部支点から機器重心までの前後方向の距離 L2
’ mm 914 

溶接のど厚 a mm 4.55 

溶接部の有効断面積 S2 mm２ 21,011 

溶接部支点から溶接部までの距離 
（左右方向） 

ℓ2a mm 7,387 

ℓ2b mm 7,200 

ℓ2c mm 6,387 

ℓ2d mm 6,000 

ℓ2e mm 4,987 

ℓ2f mm 4,600 

ℓ2g mm 3,587 

ℓ2h mm 3,200 

ℓ2i mm 2,187 

ℓ2j mm 1,800 

ℓ2k mm 1,187 

ℓ2ℓ mm 800 

ℓ2m mm 187 

溶接部支点から溶接部までの距離 
（前後方向） ℓ2n mm 1,864 

機器重心高さ H1 mm 1,100 
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(3) 設計用加速度 

項 目 記 号 
設計用加速度(注) 

(×9.8m/s2) 

水平(前後方向)   αH’ 1.02 

水平(左右方向) αH 1.02 

鉛直 αV 0.84 

(注)水平方向、鉛直方向の固有振動数は30Hz以上であることから、設

計用加速度は最大床加速度の1.2倍とする。 
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6. 機能維持評価 

非常用ガスタービン発電機制御盤は、地震後に電気的機能が要求されており、地震後

においても、その機能が維持されていることを示す。 

 

6.1 機能維持評価方法 

非常用ガスタービン発電機制御盤の応答加速度を求め、機能確認済加速度以下で

あることを確認する。機能確認済加速度には、器具単体の正弦波加振試験（掃引試

験及びビート試験）において、電気的機能の健全性を確認した加振波の最大加速度

を適用する。機能確認済加速度を第6-1表に示す。 

なお、固有値解析結果より、固有振動数が30Hz以上であることを確認したため、

評価用加速度には最大床加速度を使用する。 

 

第6-1表 機能確認済加速度 

項目 
機能確認済加速度 

（×9.8 (m/s2)） 

水平 5.20 

鉛直 3.00 
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7. 評価結果 

非常用ガスタービン発電機制御盤の耐震評価結果を以下に示す。発生値は評価基準

値を満足しており、耐震性を有することを確認した。また、評価用加速度は機能確認

済加速度以下であり、基準地震動Ssに対して電気的機能が維持されることを確認した。 

 

(1) 基準地震動 Ss に対する評価 

基準地震動Ssによる応力評価結果を第7-1表に示す。 

 

(2) 機能維持に対する評価 

機能維持評価結果を第 7-2表に示す。 
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第 7-1表 基準地震動 Ssによる評価結果 (D＋PSAD＋MSAD＋Ss) 

評価対象設備 評価部位 応力分類 
発生値 評価基準値 

MPa MPa 

非
常
用
電
源
設
備 

非常用発電 

装置 

非常用 

ガスタービン発電機 

制御盤 

基礎ボルト 

引張応力 8 210 

せん断応力 6 160 

組合せ応力 8    210（注） 

基礎溶接部 組合せ応力 9 160 

（注）引張応力(σbt)とせん断応力(τbs)との組合せ応力の評価基準値はMin(1.4・1.5ft
＊－1.6τbs ,1.5ft

＊)とする。 
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第 7-2表 電気的機能維持評価結果 

評価対象設備 

機能確認済加速度との比較 

詳
細
評
価 

加速度確認部位 

水平加速度 

（×9.8 (m/s2)） 

鉛直加速度 

（×9.8 (m/s2)） 

評価用 

加速度 

機能確認済

加速度 

評価用 

加速度 

機能確認済

加速度 

非常用ガスタービン発電機制御盤 - 0.85 5.20 0.70 3.00 － 

 

 

 

 




































































































































































































































































































































































































































